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は じめに 8

福島第一発 電所事故前 の科学技術水 準 に照 らす と，福 島県沖 の 日本海溝沿 い

の領域 と，明治三陸地震 ，延宝房総 沖地震 ，慶長 三陸地震 ，ニカ ラグア地震及

びペルー地震 の各発生領域 との間には，いずれ も 「地震地体構 造 の同一性 」が

認 め られ ない こ と10

1原 子 力規 制実務 において想 定津 波 に対す る安全性 の審査 又は判 断の基準 とし

て用 い られ ていたのは，客観 的かつ合理 的根拠 を伴 った科 学的知 見に よって 「地

震 地体構 造 の同一性 」 が認 め られ る場合 に限 り，既往地 震が確認 で きない領域

で も波源 を設 定す る とい う考 え方で あった こ と10

2「 地震地 体構造 の 同一性 」 を判断す るに当たっては，①既往地震 としてメカ

ニズ ム と発 生領 域が あ る程 度特定 され ，モデル が設 定で きる地震 が存在す るこ

とを前提 に，② 当該地震 を発生 させ た メカ ニズム を踏 まえ，プ レー トの固着 状

況や堆積物 の状況等 か ら当該地震 が発 生 した領域 と同一性 ，近似 性 が認 め られ

る領域 か否 か を検討 す る必要 があ るこ と11

3推 進本 部 が 「長期 評価の見解 」にお いて三陸沖北部 か ら房 総沖 にか けての 日

本海 溝 寄 りの領域 を一 つ にま とめた のは ， 「地震地 体構造 の 同一性 」 を踏 まえ

て議 論 ・検討 した結果で はなか った こと14

4明 治三 陸地 震は，福 島第 一発 電所事故 前 の科学技術水 準 に照 ら した場合 ，①

既往地震 と して メカ ニズム と発生領域 が あ る程度特 定 され ，モ デル が設定 で き

る地震 とな ってい たが，② 当該地震 を発 生 させ た メカニ ズムを踏 ま え，明治 三

陸地震 が発 生 した領 域 と福 島県沖 の 日本海溝 沿 いの領 域 とを比較 検討 した場

合 ，プ レー トの固着 状況や堆積物 の状況等 か ら， 同一性 ，近似性 が否 定 され る

状況 にあった こと 18

5延 宝房総 沖地震 は，福 島第 一発 電所事故 前の科学技術水 準 に照 ら した場合 ，

①平成19年 以降 に既往地震 として メカニ ズムが ある程度 特定 され ，モデルが

設定 できる地震 とな りつつ あったが，② 当該地震 を発生 させた メカニズム を踏
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ま え，延 宝房総 沖地震 が発 生 した領域 と福 島県沖の 日本海 溝沿い の領域 とを比

較検討 した場合 ，延宝房総 沖地震 は，異 な るプ レー トの影響 が示唆 され た こ と

か ら，プ レー トの固着状況 等 の同一性 ，近似性 を認 めるには足 りず，福 島県沖

の 日本海 溝 沿いの領域 で波源 を想 定す るた めには更な る議論 ・検討 が必 要 と判

断 され ていた こ と 21

6慶 長三 陸地震 は，福 島第 一発電所事 故前 の科学 技術水準 に照 らした場合 ，①

既往 地震 と して メカニズムや領域 が特 定 され てお らず，十分 なモデル が設 定で

きる地震 とな ってい なかった こ とか ら，②慶長 三陸地震 が発 生 した領域 と福 島

県沖 の 日本海溝沿 いの領 域 との同一性 ，近似性 を議論 ・検討 す る以前 の状況 に

あ った こ と 25

7ニ カ ラ グア地震やペルー 地震が発 生 した各領域 と福 島県 沖の 日本海 溝 沿いの

領 域 とでは，沈み込み プ レー トそ の ものが異 なってお り， また，海 底 の地質構

造 も異 なってい るこ とか ら，プ レー トの固着状況 等の 同一性 ，近似 性 を認 め る

に は足 りず ， 「地震 地体構造 の 同一 性 」が認 め られ る状況 に はなか った こ と
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原 告 ら準備 書 面 （53）第4及 び原 告 ら準備 書面 （77）にお け る主張 は， 「地震 地

体構造 の同一性 」 の検討事項 や地震地 体構 造 に関す る知見 の到達点等 を見誤 っ

た上 で，各 種の地震学的知 見や今村教授 の証言等 の信 用性 を誤 って論 じてい る

こ と 29

1津 波評価技術の策定過程 を論難す る原告 らの主張は，その前提において誤 り

がある上，策定時点の科学技術水準に照 らした地震地体構造の知見の到達点等

を見誤 ってい るこ と 29

（1）津波評価 技術が既往最大 しか考慮 してい ない との原 告 らの主張は，誤 りで

あ る こと

ア 原告 らの主張
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イ 被告 国の主張 が実質的 に変更 された とい う指 摘 は当た らない こ と …29

（2）第1期 津波評価部会 において 日本海 溝寄 りの津波地震 の発 生可能性 につ い

て検討 ・議 論が な され なか った との原 告 らの主 張は， 同部 会にお ける議論 の

実質的 な内容 を無視 した もので あ る上，平成14年 当時 の科 学的知見 の進捗

状況 ・到達 点 を正 しく理解 して いない もので あ るこ と30

ア 原告 らの主張

イ 被告国の反論
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（ア）長期評価 と津波評価 技術 の比較 に固執す る原 告 らの主張は，被告 国の

主張 の要 点 を取 り違 えてい る こと31

（イ）平成14年 当時 ，福 島県沖 の 日本海溝 寄 りの領 域 に関 しては，決定論

的 な津波評価 にお いて波源 を設定す る手掛 か りとなる地震地 体構 造上 の

知見 がなかった こ と 33

2垣 見マ ップに基 づいた被告 国の主張 を論難す る原告 らの主張 は，被告 国の主

張 の趣 旨を正解 していない ばか りか，地震地体構 造論 の学術分野 におけ る科学

的知 見の進 展状況 す ら理 解 していない ものであ るこ と38

（1）原告 らの主 張は，被 告 国の主張の趣 旨を正解 していない こ と38

ア 原告 らの主張

イ 被告国の反論
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（2）推進本 部 自身 が，地 震地体構造 区分 図 と長期 評価 を別 物 として扱 ってい る

こ と

（3）小 括

3「 長期評 価 の見解」 の 「信頼性 に疑義 を呈す る今村証言 には，

な適格上 の疑義が あ る」 とす る原告 らの主張 は理 由が ない こ と

（
）

1

4

4

（1）原告 らの主張

（2）被告 国の反 論
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今村教授が理学的な専門的知見を持ち合わせていないかのようにい う原
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告 らの主張は，津波工 学の学術的意義 ・守備 範 囲等 を正解 してお らず ，理

由が ない こと 42

イ 今村教授が海溝型分科会に参加 していない点をあげつ らう原告 らの主張

は，理 由がない こ と

ウ 小括
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4長 期評価 の趣 旨 ・目的や ，推進 本部 内にお け る 「長期評価 の見解」 の取 りま

とめ に向 けた議論 の経過 を踏 ま えれ ば， 「長期評 価 の見解 」が推進 本部 の海溝

型分科会 にお ける審議 を経 た もので あるこ とを根 拠 に，同見解 が 「審議 会等 の

検証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かつ合理 的根拠 に よって裏付 け られ た知 見」 と評

価 す ることはで きない こ と

（1）原告 らの主張

（2）被告 国の反論
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「長期評価の見解」が，推進本部の海溝型分科会における審議を経たも

のであるか らといって，三陸沖の海溝寄 りの領域 と福島県沖の海溝寄 りの

領域が近似性のある領域であることを示す地震地体構造の知見 として，審

議会等の検証に耐え得 る程度の客観的かつ合理的根拠によって裏付けられ

た知 見 とはい えなかった こ と 46

イ 「長期評価 の見解」 が審議会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理

的根拠 に よって裏付 け られた知見 とはい えなかった こ とは，推進 本部 内に

お ける 「長期 評価 の見解 」の取 りま とめに 向けた議 論の経過 か らも明 らか

で ある こと 49

5土 木学会 のア ンケー ト結果 が 「長期評価 の見解」 を支 持 してい るとの原 告 ら

の主張 は， 同ア ンケー トの趣 旨，性 質 を正解 しな い ものであ り，理 由が ない こ

と

（1）原 告 らの主張

（2）被 告国の反論
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ア 原 告 らは ロジ ックツ リー の重み 付 け ア ンケー トの趣 旨や その位 置 づ け

につ いて正 しく理解 してい ない こ と58

イ 重み付 けア ンケー トか ら 「長 期評価 の見解」 の決 定論 的取扱 いの要否 を

判 断す る ことはで きない こ と58

6第4期 津波評価 部会 にお いて 「長期評価 の見解」 が広 く賛 同 され た とす る原

告 らの主張 は，同部会 にお ける津波評価 技術 の改訂 に向 けた検討 状況等 を正解

しない もので あ り，理 由がない こ と60

60（1）原告 らの主張

（2）被告 国の反論 60
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被 告 国 は ， 本 準備 書 面 に お い て ， 予 見 可 能 性 に 関 す る原 告 らの2016（ 平 成2

8） 年7月13日 付 け 準 備 書 面 （36）（以 下 「原 告 ら準 備 書 面 （36）」 とい う。 ），20

18（ 平 成30） 年5月16日 付 け 準 備 書 面 （53）（以 下 「原 告 ら準 備 書 面 （53）」 とい

う。 ）第4及 び2020（ 令 和2） 年1月15日 付 け準 備 書 面 （77）（以 下 「原 告 ら準備

書 面 （77）」 とい う。 ）に対 し，必 要 な 限度 で反 論 す る。

なお ， 略 語 等 は， 本 準 備 書 面 で新 た に用 い る もの の ほ か は従 前 の例 に よる。

第1は じめに

1被 告 国 は，被 告 国第23準 備 書面 （予見可能性 に関す る統一 準備 書面）第5（4

2な い し93ペ ー ジ）におい て，三 陸沖 の海 溝 寄 りの領域 か ら房総 沖 の海溝 寄

りの領域 まで を一体 とみなす 「長期評価 の見解」 は，従前 の科 学的知見 か らは

導かれ ない新 た な取 りま とめ方 であ った に もかかわ らず ，長期 評価 にはその よ

うな見解 を採用 した科学的根拠 がほ とん ど記載 され ていないば か りか，その よ

うな見解 を採用 した科学的根拠 が乏 しい ことを 自認 していたた め，長 期評価 の

記載 だ けで はその見解が審議会 等の検証 に耐 え得 る程度 に客観 的かつ合理的 な

根拠 に裏付 け られた ものであ る とは判 断で きなかった こ と，及 び，そ の後 も 「長

期評 価 の見解 」が ，客観 的かつ合理 的な根 拠 に よって裏付 け られ た地震地体構

造 の知見 ではな く，従前 の福 島第一発電所 の津波 の安全性 に係 る適合性判 断 を

見直す必 要が生 じる科学 的知見 ではない と判 断 され て きた ことを主張 した とこ

ろで あるが，原 告 らは， 「長 期評価 の見解 」 が津波地震 等 の知 見 の進 展 を踏 ま

“えた科 学的根拠
に基づ き取 りま とめ られた もので あ り，原子 力規制 に取 り入 れ

るべ き知見 であ ったかの よ うに主張 してい る。

「長 期評価 の見解」 に関す る原 告 らの主 張が誤 りであ るこ とにつ いては，既
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に，被告 国第23準 備 書 面等 で述べ て きた ところで あ るが＊1，同準備 書面 で触

れ られてい ない主張等 もあ るた め，必要 と認 める限度 で主 張を補 充す る。

2（1） 被告 国は，本準備 書面 におい て，まず ，原告 らが予見可能性 の根拠 として

挙 げ る地震 について，福 島第一発電所事 故前 の科学 技術水準 に照 らす と， こ

れ らの地震 の発 生領 域 と福 島県沖 の 日本海溝 沿 いの領域 との間に 「地震地体

構 造の 同一性 」は認 め られ ない ことにつ いて，個 々の地震 ごとに整 理 して述

べ る （後記 第2） 。 なお ， こ こで検 討す る地震 と して は＊2，① まず は， 「長期

評価 の見解」 が，明治三 陸地震 が三 陸沖 北部 か ら房総 沖 の 日本海溝 沿い の領

域 の どこか で発 生す る可 能性 が ある と して い るこ とか ら （丙A第119号 証

舜

＊1例 えば，原告 らは，長期評 価 の位 置づ けに関す る主張 を展 開 し，長期 評価 が， 「過 去 の地 震 の

知見 を集約 し専 門家 の議 論 を経 て 将来 の地震 の長 期的 な予測 が と りま とめ られ た」 （原 告 ら準備

書 面 （53）57ペ ー ジ） こ とな どか ら， 「長 期評価 の見解」 に基づ き被告 国 に予見可能性 が認 め ら

れ るな ど と主 張 して い るが， 長期 評価 の作成 目的 が， 防災 対策 の うち， 「国 民 の防 災意識 の高

揚 」等 のため に全 国地震動 予測 地 図を作成す るこ とにあった こ とを無視 した もので，被告国 の機

関で あ る推 進本 部 が どの よ うな 目的 で各 種長 期評価 を作成 した のか とい う点 を正解 してい ない

（そ の正 しい位置 づ けは，被 告国第23準 備 書面第5の2〔43な い し54ペ ージ〕で主張 した

とお りで ある。）。

＊2原 告 らは，原告 ら準備 書面 （36）にお いて， 「『長期評 価』 の内容 お よび 結論 （日本海溝 寄 りと陸

寄 りを領 域分 け して上 で，海溝 寄 りにつ き過去 に3つ の津波地 震 （引用者 注 ：明治三陸 地震 ，慶

長 三陸 地震及 び延宝 房総 沖地震 ）が発 生 した こ と，将来 におい て この海 溝 寄 りの どこで も同様 の

津 波地 震が発 生 しうる と評価 した こ と）は，当時 の地震 ・津波 学の最 新 の知 見 を踏 ま えた もの で

あ り，高度 の信 頼性 を有す るもので あった。」 （同準備書 面72ペ ー ジ）と主張 し， また， 「日本海

溝 寄 りの他 に も， （中 略）ニ カ ラ グア 地震 ， （中略 ）ペ ル ー 地震 な どが 『津 波 地震 』 と され てい

る。」 （同準備 書面17ペ ー ジ）と して， 「『津波地 震は海溝 軸近傍 の プ レー ト境 界 で起 こる』 とい

う知 見が確 立 され た」 （同準備書 面18ペ ー ジ〉とも主張 してい るこ とか ら， これ らの地震 にっい

て，検 討 してお く。
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12枚 目 〔10ペ ー ジ〕 ），明治 三陸地震 につい て述 べ （後記 第2の4） ，②

次 に， 「長 期評 価 の見解 」 が， 明治 三 陸地震 とと もに， 「三 陸 沖北部 か ら房

総沖 の海溝 寄 り」 にかけ ての 「津波 地震 」 と 「判 断」 （同号証12枚 目 〔1

0ペ ー ジ〕 ）した延 宝房 総 沖地震 （同5） 及び慶長 三陸 地震 （同6） につ いて述

べ，③最 後 に，ニ カラ グア地震及 びペルー地震 について述 べ る （同7） 。

（2）また ，原 告 らの原告 ら準備 書面 （53）第4及 び原告 ら準備書 面 （77）にお ける

主張 は，判 断過程審査 の枠組みや 地震地体構造 に関す る知 見が整 理 ・正解 さ

れ ないまま，各種知見や 今村教授 の証言 につ いて論 じられ てい るこ とについ

て も，原 告 らの主 張を具体的 に摘 示 しなが ら個別 に反論す る （後記 第3） 。

第2福 島第 一発電所事故前 の科学技術 水準 に照 らす と，福島 県沖の 日本海溝 沿 い

の領域 と，明治三陸地震 ，延宝房総 沖地震，慶 長三陸地震 ，ニカ ラグア地 震及

びペルー地 震の各発生領域 との間 には， いずれ も 「地 震地体構造 の同一性 」が

認 め られ ない こと

1原 子 力規制 実務 において想定津波 に対す る安全性 の審査 又は判 断の基準 と し

て用 い られ て いたの は，客 観的か つ合理的根拠 を伴 った科学 的知見に よって「地

震地体構造 の 同一性」が認 め られ る場合 に限 り，既往地震 が確認 で きない領域

で も波源 を設定す る とい う考 え方 であ った こ と

（1）被告 国第23準 備書面 第3の3（19な い し31ペ ー ジ）の とお り，原子 力

規制実務 で は，想 定津波 に対す る安 全性 の審査 又は判断 の基 準 として ，津 波

評価技術 と同様 の考 え方 を採用 していた ところ，津波評価技術 の波源 設 定に

つ いての考 え方 は，福 島第一発電所 の立地 を含 む 「太 平洋 沿岸 の よ うなプ レ

ー ト境界型 の地震 が歴史 上繰 返 し発 生 している沿岸 地域 につ いては，各領域

で想定 され る最大級 の地 震津波 をす で に経験 してい る とも考 え られ るが ，念

のた め，プ レー ト境界付 近 に将来発 生す るこ とを否 定で きない地震 に伴 う津

波 を評 価対象 と し，地震 地体構 造 の知 見 を踏 ま えて波 源 を設 定す る。」， 「波
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源設 定の ための領域 区分 は，地震地体構 造の知見 に基 づ くもの とす る。」 （甲

A第26号 証 の2・1－31，1－32ペ ー ジ。 下線 は引用者）とい うもの

であ る。

す なわ ち，津波評 価技術 では，①地震 は同 じ領域 で繰 り返 し発生す る とい

う地震 学 の一般 的な考 え方 に基 づい て，具体的 な歴 史的 ・科学的根拠 を有す

る既 往地 震 の波源 モ デル を全 て構 築 した上 で，②近 似す る地体構 造 （プ レー

トの沈 み方 ，海 底構 造，堆積 物 な ど）を有す る領域 で は同様 の地 震 が発 生す

るとい う地震学 の一般的 な考 え方 に基づ き，そ の既往 地震が発生 した領 域 だ

けでな く，地震地 体構造 の知 見に照 らして，そ の既往 地震が発生 した領 域 と

近似性 が ある領域 に もそ の波源 モデル を設 定 して津波 の高 さを算 出 し，そ の

中で特定 のサイ トに最 も影響 を与 える津波 を想 定津波 とす る とい う考 え方が

採用 されてい るので ある （丙B第30号 証6な い し14ペ ー ジ）。

（2）この よ うに，想 定津波 に関 して原 子炉施設 の津波想 定 に用い られ ていた安

全性 の審査又 は判 断の基準 （津波評 価技術 の波源 モデル の設定 に係 る考 え方）

に よれ ば，歴 史的 ・科学 的根拠 を有す る既往 地震 の波源 モデル をそ の既往 地

震 の発 生 した領域 と異な る領域 に設定す るた めには，当該既往 地震 の発 生 し

た領域 とそ の波源 モデル を設 定す る領 域 とが近 似す る とい うこ とが地震 地体

構造 の知見 に よって示 され てい る，す なわち，客観 的 かつ合理的根拠 を伴 っ

た科 学的知見 に よって 「地震地 体構…造の 同一性 」が認 め られ るこ とが必要 と

な る。

2「 地 震地体構造の 同一性」 を判 断す るに 当た っては ，① 既往地震 と してメ カ

ニズム と発生領域が あ る程度特定 され ，モ デルが設定 でき る地震が存在す るこ

とを前 提に，② 当該地 震 を発生 させた メ力ニズム を踏 まえ， プ レー トの 固着 状

況 や堆積 物の状況等か ら当該地震 が発生 した領域 と同一性 ，近似性が認 め られ

る領域 か否か を検討す る必要が ある こと

（1）地震 地体構造 の知 見 とは，地震 の規模 と頻度 の関係 ，震源深 さの分布 ，震
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源 モデル な どの地震 の起 こ り方 に共通性 のあ る地域 ご とに 区分 し，それ と地

体構 造 （テ ク トニ クス）の関連性 を明 らかにす る研 究分野 （地震 地体構造論）に

関す る知見 の ことで ある （甲A第340号 証2ペ ー ジ参照）＊3。

この点， 「地震 地体 構造 の 同一性 」 を検 討す るに当た っては， 図表1の と

お り，①既往地震 として メカニズム と発生領域 が ある程度特 定 され，モデル

が設 定で きる地震 が存在す るこ とを前提 に，② 当該 地震 を発 生 させ た メカニ

ズム を踏 まえ，プ レー トの固着 状況や堆積物 （付加 体）の状況等 か ら当該地震

が発 生 した領域 と同一性 ，近似 性が認 め られ る領 域 を検討す るこ とにな る（丙

B第101号 証 の1〔 東京 高裁今村 証言〕・右 下部 のペー ジ数 で6，7，1

＊3地 震地体構造の知見によらずに既往地震の波源モデルをその既往地震の発生 した領域 と異なる

領域に設定することは，精緻な解析 とはいえず，かえって，原子炉施設 に危険をもた らす可能性

す らある。

この点については，佐竹教授が，「地体構造の同一性 ・共通性を根拠付けるデータがないのに，

別 の領域区分における既往の断層モデルを単純に移 して数値解析をしても，精緻な解析 とはな ら

ず，解析結果 を原子力施設の対津波設計の基準に用いることはできない。」，「地震地体構造の知

見を十分検討せず して，既往津波の発生履歴が確認できない領域に合理的な波源 を設定す る方法

はない と考えられ る。」（丙B第100号 証3ペ ージ）と述べているとお りであるし，今村教授 も，

精緻 とはいえない解析を基に津波対策 として防潮堤を設置 した場合，防潮堤が倒壊 したり，破壊

された防潮堤が漂流物になるなどして，施設の安全性が脅かされる危険があるほか，防潮堤が設

置されていることにより，越流 した津波が海に戻ることが阻害 されて排水されず，それによって

浸水被害が維持拡大するなどして施設の安全性 を脅かす危険す ら生じるのであって （丙B第101

号証の1〔 東京高裁今村証言〕・右下部のページ数で26な い し28ペ ージ），地震地体構…造の同

一性 を考慮 しないで別の領域区分に既往の断層モデルを設定することは 「かな り乱暴なや り方に

なってしま うと思います。」 と証言 しているところである（同8，9ペ ージ）。
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1，13ペ ー ジ ）。4。

［図表1］

● 津波評価技術の考え方（甲A第26号 証の1な いし3）を判断基準と

した想定津波の波源設定方法の要点
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26号 証 の2・1－32，33ペ ー ジ ）

〉 地震地体構造論とは，「地震の規模と頻度の関

係，震源深さの分布，震源モデルなどの地震の

起こり方に共通性のある地域ごとに区分し，そ

れと地体構造 （テクトニクス）の関連性を明らか
にする研究分野」

※ 既往が ない領域で，科学 的根拠に基づいた波源 設定をするため

には地震地体 構造の知見 によるほ かない

（丙B第100号 証3ペ ージ，・第101号 証 の1・8，9ページ）

〉 「地震地体構造の同一性」は， ．

① 既往地震として地震のメ力ニズムと発生

領域がある程度特定され，モデルが設定
できる地震が存在することを前提に

② 当該地震を発生させたメ力ニズムを踏ま

え，プレートの固着状況や堆積物（付加

体）の状況等から当該地震が発生した領

域と同一性，近似性が認められる領域を

検討

することで判断
（丙B第100号証2，3ページ，第101号証の1・6，7，11，13ページ）

ジ 萩 原 マ ップや 垣 見 マップ な どの 地 震 地 体 構 造 区

分 図 は 参 考 に す るが ，区 分 図 そ の ま ま で は なく，

そ の 前 提 となって い る知 見 が 重 要
（丙B第100号証2，3ページ，第101号証の1・12，13ページ）

＊4な お ， 「地震地体構造 の同一性 」が認 め られ る領域 の実例が ， 日本海 東縁部で ある。

日本海 東縁部 は，垣見マ ップ （丙B第17号 証 ）で も地 震地体構 造 と して同一区分 とされ ている

ところで あるが，①北海道南 西沖地震 （1993年 ）等 の基準断層 モデル を設 定す る ことがで きる

上，②第一種地震空白域であるとの見解が有力に主張 され るなどしていたことから，地震地体構

造の知見を踏まえた議論がなされた結果，過去の地震の発生履歴のある領域 と，それのない地震

空白域 とを含 めた全域が地震の活動域であるとされたものである（丙B第51号 証5な い し7ぺ

一ジ，第101号 証 の1〔 東京高裁今村証言 〕・右下部 のペ ー ジ数で9，10ペ ー ジ）。

そのため，津波評価技術では， 日本海東縁部の領域内で，地震の発生履歴がない領域を含め，

北海道南西沖地震クラス等の基準断層モデルを設定 して津波評価を している（甲A第26号 証の

2・1－61ペ ー ジ ， 同 号 証 の3・2－67ペ ー ジ ）。
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（2）なお，前記 の図表1の とお り， ここで い う地震 地体構造 の知 見が萩原マ ッ

プ等の特 定の地震地 体構 造 区分 図を指 す ものでない こ とにつ いては留意 を要

す る。

す なわ ち，地震地体構造 の知見 とは，地震 の発 生状 況や発生様 式等 の地震

学的知見 のほか，地体構造 の 同一性判 断 の根拠 とな る地形 ・地質 学や地球物

理 学的 な諸知 見 を含む もので ある ところ，地震地体構 造 区分 図は，地震発生

と相 関関係 が ある とされ る地形 ・地質学 的，地球物理 学的 な諸知 見の うちの

特定のデー タ に着 目し，当該 デー タに基 づい て地体構 造 を区分 した もので あ

るか ら，着 目したデー タの種類 や量 に よって 区分 が異 な り得 る （丙B第10

0号 証2，3ペ ー ジ，第101号 証 の1〔 東 京高裁 今村 証言〕・右 下部 のべ

一 ジ数 で12
，13ペ ー ジ）。 その ため，津波評価技術 による津波評 価 （波源

の設 定）に 当た っては，萩原 マ ップ等 の特 定の地震 地体構 造 区分 図を参考 に

してはい る ものの， 当該 区分 図その もの を用い ているわ けではない。

3推 進本 部が 「長 期評価の見解 」に おいて三陸沖北部か ら房総沖 にか けての 日

本 海溝寄 りの領 域 を一つ にま とめたの は， 「地震地体 構造 の同 一性 」 を踏 ま え

て議論 ・検討 した結 果で はなか った こと

（1）前記2（1） の とお り， 「地震 地体構 造 の 同一性 」 は，① 既往 地震 として メ

カニズム と発生領 域が ある程度 特定 され ，モデルが設 定で きる地震 が存在 す

る ことを前提 に，② 当該地震 を発 生 させ た メカニズ ムを踏 ま え， プ レー トの

固着状 況や堆積物 （付加 体）の状 況等か ら当該 地震 が発 生 した領域 と同一性 ，

近似 性が認 め られ る領 域 を検 討す るこ とにな る （以 下， これ らの検 討事 項①

② を，それ ぞれ 「『地震 地 体構 造 の同一性 』 に係 る検 討事 項① 」， 「『地震 地

体構造 の 同一性』 に係 る検討事項② 」 とい うことが ある。）。

この点 ， 「長 期評価 の見解 」 の科学 的知 見 としての要点 は，被 告 国第23

準備 書面 第5の2（3） （50な い し53ペ ー ジ）の とお り，① 三陸沖北部 か ら

房総 沖にか けての 日本海溝寄 り全 長約800キ ロメー トル の領 域 を 「同 じ構
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造 を もつ プ レー ト境界 の海溝 付近 」 （丙A第119号 証 ・21枚 目 〔19ペ

ー ジ〕 ）と して一つ にま とめ， そ こで は過 去約400年 間 に3回 の津 波地震

が発 生 した と判 断 した こ と，② この領域 では津波 地震 が将来 どこで も 「同様

に発 生す る可能性が ある」（同号証21枚 目 〔19ペ ー ジ〕）と判断 した こ と，

さらに，③ 将来発生す る津波地震 が谷 岡 ・佐竹論 文 （丙B第21号 証）に ある

「『明治三 陸地震』 につい てのモ デル」 を 「参 考に し」 （丙A第119号 証 ・

12枚 目 〔10ペ ー ジ〕）てモデル化 でき る と判 断 した こ との3点 であ る。

しか しなが ら，既往 地震 と して 「明治 三陸地震」 につい てのモデル化が で

きる と判 断 され た もの の （「地震 地体構造 の 同一性」 に係 る検討事項① ），推

進本部 が 「長期評価 の見解 」におい て三 陸沖北部 か ら房 総沖 にかけての 日本

海溝 寄 りの領域 を一 つ にま とめた のは， 「地震地 体構造 の同一性」 につ いて

議論 ・検討 した結果 に よるもので はな く，そ の よ うな観 点 か らの議 論 ・検討

とは全 く無 関係 な理 由に よる もの であ った （「地震 地体構 造 の同一性」 に係

る検討 事項②）。

す なわ ち， 図表2の とお り， 「長期 評価 の見解 」 は，三陸 沖北部 か ら房 総

沖 にかけて の 日本海溝 寄 り全長約800キ ロメー トル の領 域 につ いて，前記

の とお り 「同 じ構 造 を もつ プ レー ト境界 」 と記載 してい るものの，地震 地体

構造 上，同一性，近似性 を示す根拠 を示 してい ない。

この点 について，推進本 部地震調査 委員会海溝型 分科会委員 であ った佐竹

教授 は，前橋 地方裁 判所 にお け る書 面尋 問におい て， 「長期評価 でい う 『同

じ構 造 を もつプ レー ト境 界』 とは，海 溝軸 か ら陸寄 りに向けて どこで も徐 々

に沈 み込 んで い る とい う大 局的 な構 造や海 溝 軸 か らの距 離 を指す の で あっ

て， それ 以上詳細 な地形 ・地質 ・地 下構 造 を意 味 してい ない。」 （丙B第14

号証 の2・3ペ ー ジ）と述 べて い るほか，千葉 地方裁判 所 にお け る証 人尋 問

におい て， 「そ もそ も海 溝型 分科 会 では，津波 地震 あ るいは地震 につい て も

過去 の地震 に基 づいて評価 を してお りま したので， この よ うなプ レー トあ る

15一



い はプ レー ト境界 の形状 あるい は地形 な どにつ いて は，そ もそ も議論 を して

お りませ んで した。」 と証 言 し，引 き続 き，当該事件 の被 告 国指 定代理 人か

ら， 「す る と，海溝 型分 科会 では ， 日本海溝 寄 りの北部 と南部 の地形 の違 い

につ いて は，そ もそ も議 論 してい ない とい うこ とで しょ うかね。」 と問われ

たの に対 し， 「はい，その とお りです。」 （甲A第186号 証27ペ ー ジ）と証

言 してお り，推進 本部地震調査 委員会海溝型 分科会で は，三 陸沖北部 か ら房

総沖 にか けての 日本 海溝 寄 りの領 域 につ いて， 「地震地体構 造 の 同一性 」 を

議 論 ・検討 した結果 ，当該領域 を一つ にま とめた わけではない 旨明言 してい

る＊5。

ま た，今村教 授 も， 「長 期評価 の見解 」 にお け る前記記載 に関 し，東京 高

等裁判 所にお ける証人尋問 において，当該事件 の一審被 告国指定代理人か ら，

「海 溝軸 か らの距離 とか大局的 に沈み 込んでい る，そ うい った ものだけで地

震 地体構 造 の同一性 とい うの は判 断 でき るんで しょ うか。」 と問われ た のに

対 し， 「難 しい と思 います。」 （丙B第101号 証 の1〔 東 京高裁今 村証言〕・

右 下部 のペ ージ数 で15ペ ージ）と証 言 してい る ところで ある。

＊5な お，推進本 部 が，三陸沖北部 か ら房総 沖にか けての 日本海溝 寄 りの領域 につ いて，地震地体

構造 上， 当該領 域 を一 体 とす る科学的知 見が なかった にもかか わ らず， この領域 を一つに ま とめ

た のは，国民の防 災意識 の高揚等 を 目的 とす る防災行政 上の警告 としての意 味を持つ確 率計算の

結果 を示す必要 が ある と考 え られ たためで あ り， 当該領域 を一つ にま とめ， 当時，震源 はおろか

津波地震 で あるか も明 らかでは なかった慶長 三陸地震及び延 宝房総 沖地震 をあえて明治三 陸地震

と同 じく 日本海溝 沿い で発生 した津波 地震 であ る と 「判 断」 （丙A第1ヱ9号 証 ・12枚 目 〔1

0ペ ー ジ〕 ）し， この領域 で は どこで も明治 三 陸地震 と同様 の津 波 地震 が起 こ り得 る と 「考 え

た」 （同葉）ためであ る。 この点 については，後記第3の6に おいて詳述す る。
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［図表2］

● 「地震地 体構造の 同一性 」と「長期評価の見解 」との関係 について

（2） 三陸 沖 北部 か ら房 総 沖の 海溝 寄 りの フ レー ト間 大 地震 （津 波 地震 ）

過去 に 知 られ てい る1611年 の 地］養おkび1896年 の地 震 は、津波 数 値計 算等 か ら得 られ た震源 モ デ ル

か ら、海 溝軸 付近 に位 置＋ る ことが 判 ・ってい る （相 田 ，1977．1”anioka＆Sa†ake，IL，96． 図7｝ こね

らか らお よそ の 断 層の 長 さは約LOOkm、 幅 は約50kmtし 、南 北 に1申ぴ る海 溝 に1；Tって位 置〔「ろ と考え

た しか し、過 去 の同 様 の地 震 の 発生 例は 少な く、この タイフの地 震 が特 定 の二 陸 沖 にの 夏発生 十 る

固 有地 震 で あ る とは 断 定 でき ない そ こで、同 じ構 造 を もつ フ レー ト境 界の海溝 付近 に、同様 に 発生

す る可 能性 が あ ると し、場 所 は特 定 で きない と した ｛図P・ （丙A第119号 証 ・21枚目〔19ペー ジ〕）

一
長期評価でい う 「同 じ構造をもっプレー ト境界」 とは，海溝軸から陸寄 りに向けてどこ

で も徐々に沈み込んでいるとい う大局的な構造や海溝軸か らの距離を指すのであって，そ

れ以上詳細な地形 ・地質 ・地下構造を意味 していない． （丙B第14号 証の2・3ページ）

大局 的 な構 造 と海 溝 軸か らの 距離 のみ で「地 震地 体 構造 の 同一性 」は判 断できない 。

（丙B第101号 証 の1・14，15ページ参照 ）

判断基準 の適合性判断の結果として，「地震地体構造の同一性」が認め られるには，

① 既往地震としてのメ力ニズムや発生領域がある程度特定され，モデル化できる地震となっている
ことを前提 に

② それぞれの地震を発生させたメカニズムを踏まえ プレー トの固着状況や堆積物 の状況等から各

地震が発生した領域 と福島県沖の 日本海溝沿いの領域の同一性 ，近似性 が客観的かつ合理的根拠

によって示される必要がある
※ 「長鼎 価の見解」は堅 台三陸地瓢 の轍 地震樋 島沖を含む日本；毎溝沿いのどこでも発生する可能性カミあるとするもの竪 るため・「壁

①②の要件が満たされる必要があり，かつ，本訴訟の審理もその点に尽きることになるが，原告らは，東京高等裁判所における今村教授の尋問後 従
前の主張を変遷させている

（2）ところで，そ もそ も，前記1の とお り，既往地震 が確認 で きない領域 に波

源 を設 定す るためには，客観 的かつ 合理的根拠 を伴 った科学 的知 見 によって

「地震 地体構造 の同一性 」 が認 め られ る必要 があ るが， 明治 三陸地震 は もと

よ り，それ以外 の津 波地震 （延宝房 総 沖地震 ，慶長 三陸地震 ， ニカ ラグア地

震及びペ ル ー地震）につ いて も，いずれ も，福 島 県沖 の 日本海溝 沿い の領 域

との間 に 「地震地体構造 の同一性 」 が認 め られ る状況 には なかった。

この点につい て，前記 の各地震 ごとに個別 に論 じれ ば，そ の要 旨は，以下

の とお りで ある。

ア 明治三陸地震 は，福 島第一発電所 事故前 の科学 技術 水準 に照 らした場合 ，

①既往 地震 と して メカニ ズム と発 生領 域 があ る程 度特定 され ，モデルが設

定で きる地震 とな って いたが，② 当該地震 を発 生 させ たメカニズム を踏 ま

え， 明治 三陸地震 が発 生 した領域 と福 島県 沖の 日本海溝 沿い の領域 とを比
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ブ

較 検討 した場合，プ レー トの固着状況や 堆積 物 の状況 等か ら， 同一性 ，近

似 性 が否定 され る状 況 にあ り， 「地震 地体構 造 の同一性 」が認 め られ る状

況 に はなかった （後記4） 。

イ 延 宝房総 沖地震 は，福 島第 一発 電所事故前 の科学技術 水準 に照 ら した場

合 ，① 平成19年 以降 に既往 地震 としてメカニズ ムがあ る程 度特定 され ，

モ デルが設 定で きる地震 とな りつつ あったが，② 当該地震 を発 生 させ たメ

カニズ ムを踏 ま え，延宝房 総沖地震 が発 生 した領域 と福 島県沖の 目本海溝

沿いの領 域 とを比較検 討 した場合 ，異 な るプ レー トの影 響が示唆 された こ

とか ら， プ レー トの固着状況等 の 同一性 ，近似性 を認 め るには足 りず ，福

島県沖 の 日本海溝沿 いでの波源 を想 定す るためには更 な る議論 ・検討 が必

要 と判 断 され ていた （後記5） 。

ウ 慶長 三陸地震 は，福 島第一発電所 事故前 の科 学技術水準 に照 らした場合 ，

①既往 地震 と してメカニズ ムや発 生領 域 自体 が特 定 され てお らず，十分 な

モデル が設定 できる地震 とはなってい なかった ことか ら，②慶長 三陸地震

が発 生 した領域 と福 島県 沖の 目本海 溝沿い の領域 との 同一性 ，近似性 を議

論 ・検討 す る以前 の状 況 にあった （後記6） 。

エ ニカ ラグア地震やペル ー地震 が発 生 した各領域 と福 島県沖 の 日本海 溝i沿

い の領域 とで は，沈み 込みプ レー トその ものが異 な ってお り，また，海 底

の地質構 造 も異 なってい るこ とか ら，プ レー トの固着 状況等 の同一性 ，近

似性 を認 めるには足 りず （「地震地体構 造の 同一性 」 に係 る検討事 項②），

「地震地 体構造 の同一性 」が認 め られ る状況 にはなか った （後記7） 。

オ 以 下，個別 に詳述す る。

4明 治三陸地 震は，福島第一発 電所事故前 の科学技術水準 に照 ら した場合 ，①

既往地震 と して メカニズム と発 生領 域が ある程 度特定 され ，モデルが設定 でき

る地震 とな って いたが，② 当該地 震 を発生 させ た メカニズ ム を踏 ま え，明治三

陸地 震が 発生 した領域 と福 島 県 沖の 日本海 溝沿 いの領 域 とを比較検 討 した場
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合 ， プ レー トの固着状況や堆積 物の状況等 か ら， 同一性 ，近似性が否定 され る

状 況に あった こと

（1）明治三 陸地震 は，平成14年 当時，①谷 岡 ・佐竹論文 （丙B第21号 証 「津

波 地震 は どこで起 こるか 明治三陸津波 か ら100年 」 〔平成8年 〕）に よっ

て既往 地震 と しての メカ ニズ ム と発生領域 が ある程度 特定 され ，モデル が設

定 で きる地震 となってい た ものの，② 文部科 学省 所管 の独 立行政 法人海洋研

究 開発機構1（JAMSTEC） が行 った海 底深部 構造 の調査結 果 （平成13年

公表 ）等 を踏 ま える と， 明治 三 陸地震 が発 生 した領 域 と福 島県 沖の 日本海 溝

沿 いの領域 とで は，プ レー トの固着 状況や堆積物 の状況等 か ら して，同一性 ，

近似性 が否定 され る状 況 にあった （図表3参 照）。

［図表3］

⑦ 明治三陸地震（1896）と福島県沖の日本海溝沿いの領域との「地震地体構造の同一性」について

① 平成14年 当時，谷岡・佐竹論文（1996）等によって既往地震としてのメカニズムと領域がある

②JAMSTECの 調査結果（丙B第19号 証の2）等によって，明治三陸地震を発生させたメカニズム

を踏まえ，当該地震が発生した領域と福島県沖の日本海溝沿いの領域とを検討した場合，プ
レートの固着状況や堆積物の状況等から，同一性，近似性が否定される状況にあった

．」

ぴ パ

Xk＞ ．’じ”

い 遼 一

（2）す なわ ち，谷 岡 ・佐竹 論文 （丙B第21号 証）では， 明治 三陸地震 が発 生 し
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た場所付近 の海 底 には凹凸 があ り，へ こんでい る部分 には堆積 物 が入 る一方

で，凸 の部分 （地塁）に は堆積物 が溜 ま らず ，陸側 のプ レー トとよ り強 くカ ッ

プ リング（固着）す るため，その よ うな場所 で は，海溝付 近で も地震が発生 し，

津 波地震 にな る （他 方 で，海底 地形 に凹 凸が ない ところで は堆積 物 が一様 に

入 って くるので，堆積物 の下 ではカ ップ リング 〔固着〕 が弱 くな って地震 を

起 こ しに くい）とい う見解 が示 され てお り（甲A第186号 証24ペ ー ジ）、6，

当該 見解 によ り，明治 三陸地震 は，既往 地震 と して メカニ ズムが ある程度特

定 され ，モデル が設 定 で きる地震 とな って いた （「地震 地体構造 の同一性 」

に係 る検討事項①）。

この点 につ いては，今村教授 も，東京 高等裁 判所 にお ける証人尋 問 にお い

て， 当該 事件 の一審 被告 国指 定代 理人 か ら 「明治三 陸地震 なん です が， これ

につ いて は， あ る程 度既往 のモ デル として しっか りしたモデル は当時 あった

んで しょ うか。」 と問 われ た の に対 し， 「は い， あ りま した。代 表 的 な もの

が谷 岡，佐 竹 のモデ ル とい うことで，今 もその有効性 は認 め られ ています。」

（丙B第101号 証 の1・ 右 下のペ ー ジ数 で11ペ ー ジ）と証言 してい る とこ

ろであ る。

（3）しか しなが ら，JAMSTECが 行 っ た海 底深部構 造 の調査結果 （平成1

3年 公 表）に よれ ば， 「日本海溝 の南 北で あ る三 陸沖お よび福 島県 沖 で詳 細

な構 造探 査が行 われ ，海 溝軸近傍 お よび プ レー ト境界部 の低速度領域 の存在 ，

プ レー トの沈み込み 角度 な ど，南 北で の違 い」が ある ことが判明 してお り（丙

B第18号 証146ペ ー ジ），平成14年 当時，三 陸沖 の海 溝寄 りの領域 と

福 島県沖の海 溝寄 りの領 域 では，津 波地震 の発 生メカ ニズムに影 響 を与 え る

と考 え られ てい た海底 の深部構造 が異 な ってい る とい う事 実関係 が 明 らかに

＊6な お ，谷岡 ・佐竹論 文の概 要等 について は，被 告国 第23準 備 書面第4の1（2） イ （36，37

ペ ー ジ）等 を参照 され たい。
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な りつつ あった。

このJAMSTECに よる構造探査研 究 の成果物 と して，鶴博 士 らが 「日

本海溝 域 にお けるプ レー ト境界 の弧 沿い構造変化 ：プ レー ト間カ ップ リング

の意 味」 と題す る論 文 （丙B第19号 証 の1，2） を平成14年 に公 表 してお

り， 同論文 では，津波地震 の発 生場所 として知 られ る海 溝軸付近 の堆積物 の

形 状等 を観測 した結果 ，北部 の海溝 軸付近 では堆積 物が厚 く積 み上が ってい

るの に対 し，南部 で はプ レー ト内の奥 まで堆積 物が広 が り，北部の よ うに厚

い堆積物 が見つか って いない こ とが指摘 され てい る。

この よ うに，平成14年 当時 ，三陸 沖の海溝 寄 りの領 域 （明治 三陸地震 が

発生 した領域 ）と福 島県沖 の 日本海 溝 沿いの領域 とでは， プ レー トの 固着 状

況や 堆積物 の状況等 か ら， 同一性 ，近似 性 が否定 され る状 況 にあ った （「地

震地体構 造の 同一性」 に係 る検討事項②）。

（4）そ して，平成14年 以降，福 島第一発 電所事故 が発 生す るまでの間に，三

陸 沖の海 溝寄 りの領域 （明治三 陸地震が発生 した領 域）と福 島県沖 の 日本海溝

沿 いの領域 との間 に同一性 ，近似性 を認 め得 るよ うな地震地体構 造上 の知 見

は示 されてい ないか ら， これ らの領域 につい て 「地震 地体構造 の同一性 」 が

否 定 され る状況 は，福 島第一発電所 事故時点 において も変 わ らなか った。

5延 宝房総沖地震 は，福島第一発 電所事故前の科 学技術水準 に照 ら した場合 ，

① 平成19年 以降に既往地震 と して メカニズム が ある程 度特定 され ，モデル が

設 定で きる地震 とな りつ つあ ったが，② 当該地 震 を発生 させ たメ力ニズム を踏

ま え，延 宝房総沖地震 が発生 した領域 と福島 県沖の 日本海溝 沿 いの領域 とを比

較検討 した場合 ，延宝房総沖地 震は，異 なる プ レー トの影響 が示唆 された こと

か ら， プ レー トの固着 状況等 の同一性，近似性 を認め るには足 りず，福島 県沖

の 日本海溝沿 いの領域 で波源 を想定す るため には更な る議論 ・検 討が必要 と判

断 され ていた こと

（1）延宝房総 沖地震 につ いては，平成14年 当時，震源 域や規模 の ほか， これ
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が津波 地震で あるか どうかにつ いてす ら明 らかにな ってお らず ，モデル化 の

知見 の前提 とな る知 見は ，限定的 な痕跡 を基 に した 「羽鳥 （1975） 」 （甲

A第26号 証 の3・2－30ペ ー ジ）位 しか な く， 既 往 地 震 と して の メ カ ニ

ズ ム と領 域 が十分 に特 定 され てい ない状況 で あった （「地震 地体構 造の 同一

性 」 に係 る検討事項①。 図表4－1参 照）。

［図 表4－1］

⑦ 延宝房総沖地震 （1677） と福島県沖の 日本 海溝沿 いの領域との「地震地体構造 の同一性 」について

① 平成14年 当時 既往地震としてのメカニズム と領域が十分に特定されていなかった

● モデル化の前提となる知見 は限定的な痕跡を基 にした，羽 鳥

（1975）くらい （甲A第26号証の3・2－30ページ）

／医1堤鱗

｛一法 雫1c－E漠 「こIAIt’・1－・r；

鞭霧 逆 渋

● 津波地震の可能性が指摘されるが，延宝房総沖地震は慶長

三陸地震 （1611）以上に知見が少なく，メカニズムや領域等

の詳細が不明であった

● 平成14年1月11日 第9回 海溝型分科会の議論より ●
「1611年 の地震ソースについて，どれくらい分 かっているのか ？」
「多分，資料はあまりない。波源域も得られない。」（中略）「房総
沖の1677年 の地震も含めてよいか ？」「それはもっと分 からな

い。∬太平洋ではなく，相模トラフ沿いの地震ともとれる。最近 石

橋さんが見直 した結果では，もっと陸よりにして規模 は小さく津 波

は大きくしたはず。陸に寄せると太平洋プレートの深い地震 にな

り，浅いとしたらプレー ト内の浅い地震になる。」

（甲A第192号証の2・S枚目）

● 平成14年5月14日 第12回 海溝型分科会の議論より ●
「1677年 は房総沖ではなくて，房総半島の東のずっと陸地近く

でM6ク ラスの地震かもしれ ない。『歴史地震』に載っている。」

（甲A第192号証の5・4枚目｝

※ 津波評価技術は，「概ね信頼性があると判断される痕跡高記録」が残されていれば既往津波として波源設定するため，羽鳥｛197s｝を

基に電力独自モデルを作成 （被告国第23準 備書面26ペ ージ［図表1］の「波源位置の設定方法1．」に相当）

この点 につ いては，平成15年 に公 表 され た石橋 克彦 「史料 地震 学で探 る

1677年 延宝房総 沖津波地震」 （丙B第3号 証）や ，推 進本部 が平成21年

3月 に公 表 した 「日本 の地震活動」 （第2版 ）（丙A第28号 証）にお ける各記

載 か ら明 らか で あ る が （被 告 国 第18準 備 書 面 第4の5（2） ア （ア）・79な い

し81ペ ー ジ， 第27準 備 書 面 第4の2（1） ・63，64ペ ー ジ参 照）， 平成

14年 当時の推進本部地震調査委員会長期評価部会海溝型分科会における議

22



論 状況 か らも明 らかで あ る。す な わち， 同分 科会 にお いて は， 「1611年

の地震 （引用者 注 ：慶長三 陸地震 ）の ソー スについ て， どれ くらい分 かってい

るのか ？」， 「多分 ，資料 は あま りない。 波源域 も得 られ ない。」， 「房総 沖 の

1677年 の地 震 （引用者 注 ：延 宝房 総 沖地震 ）も含 めて よい か ？」， 「それ

は もっ と分か らない。」， 「太平洋 ではな く，相模 トラフ沿い の地震 とも とれ

る。」 （第9回 〔平成14年1月11日 開催〕。 甲A第192号 証 の2・5枚

目）， 「1677年 は房 総 沖 では な くて，房 総 半 島の東 のず っ と陸地 近 くで

M6ク ラス の地震 か も しれ ない。『歴 史地震 』に載 ってい る。」（第12回 〔平

成14年5月14日 開催 〕。 同号証 の5・4枚 目）な ど と指 摘 され，延 宝房

総沖地震 は慶長三 陸地震 以上 に知 見が少 な く，メカニ ズムや領域 等の詳細 が

不明 であ る との意見 が出 され ていた＊7。

（2）そ の後 ，平成19年 以降，延宝房総 沖地震 につ いて は，今村教授 らの研究

によ り茨城 県波源 モデル が設 定 され るな ど（甲A第200号 証），既往 地震 と

して のメカニズ ムや発 生領域 が ある程度 特定 され ，波源 モデル と してモデル

化 で きる地震 とな りつつ あ った。

しか しなが ら，茨城県波源 モデル は， 当時の最新 の研 究成果 とい うべ き も

ので あった もの の， 「今 回 は千葉 県 沿岸 ～福 島県 沿岸 の津波浸水 高 を推 定 し

たが，八丈 島や知 多半 島で も津波の記録 があ り， これ らの記録 につ いての検

討 は試 み ていないた め，波源 モデル を よ り広範 囲 に適用 す る際 には さらな る

検討 が必 要」 で あ り， 「全 体 の平均 的な津波 浸水 高は今 回設 定 した波源 モデ

＊7平 成14年 当時の延宝房 総沖地 震 に関す る知見 は本 文で述べ た程度 の もの であった もの の，津

波評価技術 は，原 子力発電所 に高 い安 全性が 求め られ る ことな どか ら， 同地震 を既往津 波 と して

取 り込 んでい る （甲A第26号 証 の3・2－30ペ ー ジ）。 もっ とも，平成18年 に公表 ’された 中

央防災会議 に よる 「日本海溝・・千 島海溝 報告書 」 （丙A第26号 証 ，26号 証 の2） にお いて は，

延 宝房 総沖地震 は検討 対象 とは され ていない。
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ル で よく説 明で きたが， 地域 に よっては （中略）今回 の計算で は被害記 録か ら

推 定 され る津 波浸水高 を再現 で きない場所 もあった ため，そ の原 因について

の検討 も必要 」 であって ， 「防災上 の観 点 か ら痕跡 高 の推 定幅 の最大 を再現

す ることを試みたが，推定幅に対応する波源モデルの設定幅の検討 も課題 と

して 考 え られ る」 とい うもの で あ っ た （甲A第200号 証55ペ ー ジ。 図表

4－2参 照 ）。

［図 表4－2］

G）延宝房総沖地震 （1677） と福島 県沖の 日本 海溝沿 いの領域 との「地震地体構造 の同一性」について

① 平成19年 以降 今村教授 らの研究により，既往地震としてのメカニズムと領域がある程度特定

され，モデル化できる地震となりつつあった （甲A第200号証）

1677は，非常に重要な南部での代表的な地震です。しかし，（中略）

太平洋のプレートとフィリピン海プレートがちょうど交差したところに位

置しておりまして，そこで 析できた結 そのまま例えば上に ．ち

に参考に重要なものなんですけども，

ほかの

ちょうど南 側 がフィリピン海 プレー トが 沈 み 込み ，下 か らです ね 。あと，

右 側 か ら太 平洋 の プレー トが 沈 み込 んで います。で，特に 北と南 で断

層 が2つ に見えてお ります け ども，上 側 は ，恐 らく津 波 地 震タイプは 相

当しているだろうと。これ は ，非 常 にシャープ に，変位 が 大きく，狭 いと

ころで評価 され ています。一 方 ，下 は ．円す い形 で緩 やか な変 化 に

なっています 。これ は，違 うタイプとしてみ なせ ると思 っています。

（丙B第101号 証 の1・23，24ペ ージ）

早

（3）また，延 宝房 総沖地震 の最新 の波源 モデル である茨城 県波源 モデル は，延

宝房総 沖地震 が2つ の異 な る性質 を持 つ地震 であった こ とを示す モデルで あ

り， 特 に ， 下側 の断 層 に つ い て は ，太 平 洋 プ レー トと南 方 の フ ィ リピ ン海 プ

レー トの沈 み込み に伴 う影 響 を受 けてい る と考 え られ るものであ り（丙B第

77号 証 の1・ 右 下 部 のペ ー ジ数 で24ペ ー ジ， 第101号 証 の1〔 東 京 高

裁今 村証 言〕・右 下部 のペ ー ジ数 で22な い し24ペ ー ジ）， 同地震 が発 生
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した領域 と福 島県 沖の 日本海 溝沿い の領域 とを比較検討 した場合 ，プ レー ト

の 固着 状況等 の 同一 性 ，近似性 を認 め るには足 りない状 況で あっ た （「地震

地体構造 の同一性 」 に係 る検討 事項②）。

6慶 長三陸地震 は，福島第 一発 電所事故前 の科学技術水準 に照 ら した場合 ①

既往 地震 と して メ力ニズム や領域 が特 定 されて お らず ，十分なモ デルが設定 で

き る地震 とな っていなか った ことか ら，②慶 長三陸地震 が発生 した領域 と福 島

県沖の 日本海溝沿 いの領 域 との 同一性 ，近似 性 を議論 ・検 討す る以前 の状況 に

あ った こと

（1）慶長三陸地震 は，福 島第一発 電所事故 前の科学技術水 準 に照 ら した場合，

① 既往地震 と して メカニ ズムや領 域 が特 定 されてお らず ，十分 なモ デルが設

定で きる地震 となってい なかった こ とか ら，② 慶長三 陸地震が発生 した領 域

と福 島県 沖の 日本海 溝沿 いの領域 との同一性 ，近似性 を議 論 ・検討 す る以前

の状況 にあった （図表5参 照）。
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［図表5］

◎ 慶長三陸地震（1611）と福島県沖の日本海溝沿いの領域との「地震地体構造の同一性」について

① 既往地震としてメカニズムや領域自体が特定されておらず，十分なモデルが設定できる地震と
なっていなかった

● 平成13年12月7日 第8回 海溝型分科会 の議論より ●
「1611年の地震と869年 の地震は全然分からない。」 （甲A第192号証の1’7枚目）

● 平成14年2月6日 第10回 海溝型分科会の議論より ●

「1611三陸沖の断層はどれくらい確かか ？」「相 田は波源域が分からないので津波の計算をした

ときの根拠 は『1933とほぼ同じ場所で発生しているので同様のプレート間正断層型地震とした』と

佐藤良輔 断層パラメータ本 に書いてある。それが正しいとしたら，正断層型地震は2回 起きたこと
になってしまう。要するに江戸時代だから分からないということ。」「ということなので，1611の 場所

はよく分からない。」 （甲A第192号証の3・6枚目）

● 平成14年5月14日 第12回 海溝型分科会 の議論より ●

「1611年は津波があったことは間違いないが，見れば見るほどわけが分からない。」（中略）「そも

そもこれが三陸沖にはいるのか ？千 島の可能性だってある。」「たまたまそこにしか記録がない

から仕方ない。」 （甲A第192号証の5・4，5枚目）

● 大竹名誉教授も，慶長三陸地震が正断層タイプである可能性を指摘する書簡を推進本部に送

付 （丙A第236号証） 早
② 慶長三陸地震を発生させた領域と福島県沖の 日本海溝沿いの領域 との同一性，近似性を議論 ・

検討する以前の状況にあった

※仮に，慶長三陸地震を三陸沖で発生した津波地震とした場合，明治三陸地震の検討と同様に三陸沖と福島県沖の日本
海溝沿いの領域では前記②の要件が否定される

（2）すな わち，慶長 三陸地震 は，平成14年 当時の科学技術 水準 に照 ら した場

合 ，既往地震 と して メカ ニズムが特定 され ず，モデル が設 定で きる地震 とは

なってい なかった。

この点 は，平成14年 当時の推進本 部 地震調 査委員会長期評 価部会海溝型

分 科会 にお け る議論 状況 か らも明 らかで あ り， 同分科 会 におい ては， 「16

11年 の地震 （引用者 注 ：慶 長三 陸地震）と869年 の地震 （引用者 注 ：貞観

地 震）は全然分 か らない。」 （第8回 〔平成13年12月7日 開催 〕。 甲A第

192号 証 の1・7枚 目），「1611三 陸 沖の断層 は どれ く らい確かか ？」，

「要す るに江戸 時代 だか ら分 か らない とい うこ と。」， 「とい うこ となの で，

1611の 場所 は よ く分か らない。」（第10回 〔平成14年2月6日 開催〕。

同号証 の3・6枚 目）， 「1611年 は津波 が あ った こ とは間違 いな いが，
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見れ ば見 るほ どわけが分 か らない。」，「そ もそ も これ が三陸沖 にはい るのか ？

千 島 の 可能性 だ っ て あ る。」， 「たま た まそ こに しか記録 が ない か ら仕 方 な

い。」 （第12回 〔平成14年5月14日 開催 〕。 同号証 の5・4，5枚 目）

との意 見が 出 され ていた。

また， 「長 期評 価 の見解」 の公表 直後 で ある平成14年8月8日 ， 当時，

地震学会 会長兼地震予知 連絡会会長 の要職 にあった大竹名誉教授 は， 当時の

推進本部 地震調査委員 会委員長 であった津村博 士 に対 し，意 見書 を送付 し，

慶長 三陸地 震 が正断層型 の地震 であ った可能性 を指摘 してい る （丙A第23

6号 証3ペ ー ジ）。

（3）この よ うに，慶長 三陸地震 は，平成14年 当時の科学技術水 準 に照 らした

場合 ，既往 地震 と してメカ ニズムや発 生領域 が特 定 されず ，モデルが設 定で

きる地震 とは なって いなか った （「地震地 体構造 の同一性 」に係 る検 討事 項

①）のであ り， 「地震地 体構造 の同一性 」が否 定 され る状況 であった。

（4）そ して，平成14年 以降 福 島第一発 電所事故 が発生す るまでの間 に，慶

長三陸地震 につい て，既往 地震 と して メカニ ズムや領 域 が特 定 され るこ とは

な く，いまだ十分 なモデ ルが設定 でき る地震 とはな っていなかったので ある

か ら，慶長 三陸地震 が発 生 した領域 と福 島県沖 の 日本海溝沿 いの領域 との同

一性
，近似性 を議論 ・検討 す る以前 の状 況 にあった こ とは，福 島第一発 電所

事故時点 におい て も変 わ らなか った。

7ニ カラグア地震や ペルー 地震が発生 した各領域 と福 島県沖の 日本海溝 沿 いの

領域 とでは，沈み込み プレー トその ものが異 な ってお り， また，海底 の地質構

造 も異 な って いることか ら， プ レー トの固着状況等 の同一性，近似性 を認め る

に は足 りず ，「地震地体構造 の同一性」 が認め られ る状況 にはなか った こと

ニカ ラグア地震は1992年 にニカ ラ グア沖で，ペル ー地震 は1960年 に

ペルー 沖 でそれぞれ発 生 した地震 で あ るが （丙B第188号 証402ペ ー ジの

図1，404ペ ー ジ。 図表6参 照）， ニカ ラ グア地震 やペ ルー地震 が発生 した
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各領 域 と福 島県沖 の 日本海 溝沿いの領域 とでは，沈 み込 みプ レー トその ものが

異 なってお り（ニ カ ラグア地震 は コ コス プ レー トとカ リブプ レー ト等 の境 界 で

ある中央 アメ リカ海 溝沿 いで，ペル ー地震 はナ スカプ レー トと南 ア メ リカ プ レ

ー トの境界 で あるペルー ・チ リ海溝 沿いで，それ ぞれ発 生 した地震 で ある 〔前

者 につ き丙B第189号 証25ペ ー ジ， 後者 に つ き第190号 証40ペ ー

ジ〕。）， ま た，海 底 の地質 構造 も異 なって い る こ とか ら， プ レー トの固着 状

況等 の同一性 ，近似 性 を認 めるには足 りず （「地震地 体構造 の 同一性 」 に係 る

検討 事項②）， 「地震 地体構造 の 同一性」 が認 め られ る状況 には なか った。

［図表6］

二力ラグア地震やペルー地震が発生した各領域と福島県沖の日本海溝沿いの領域との同一性，

近似性はいずれも認められないこと

＊各 地震 のMwは 丙B第191号

証 （阿部勝 征「津波地 震 に関す

る研究 の現 状」より）

ココスプレートとカリブプレート等の

境界である中央アメリカ海溝沿い
で発生 （Mw7．6）

ナ ス カプ レー トと南 アメリカプ レー トの 境

界 であ る ペ ル ー ・チ リ海 溝 沿 い で発 生

（Mw7．6）

8第2の ま とめ

以上 の とお り，福 島第一発電 所事故前 の科 学技術水準 に照 らせ ば，福 島県沖

の 日本海溝沿い の領域 と，明治 三陸地震，延 宝房 総沖地震 ，慶長三 陸地震 ，ニ

カ ラ グア地震及 びペ ルー地 震 の各 発生領 域 との間 において ， 「地震 地体構造 の
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同一性 」が認 め られ る状況 には なか った。

したが って，原 告 らの主 張が，前記 の各 地震 と同様 の地震 が，福 島県 沖の 日

本海 溝沿い の領域 で も発生 し得 る とい う趣 旨であった と して も， これ らの地震

が発 生 した領域 と福 島県沖の 日本海溝 沿い の領域 との間 に 「地震 地体構造 の同

一性 」 は認 め られ ないか ら，原告 らの主張 は理 由が ない。

第3原 告 ら準備書 面 （53）第4及 び原 告 ら準 備書 面 （77）に おけ る主張 は， 「地震地

体構造 の同一性」 の検討事項や地 震地体構造 に関す る知見 の到達点等 を見誤 っ

た上 で，各種の地 震学的知見 や今村教授の 証言等の信用性 を誤 って論 じて いる

こと

1津 波評価技術 の策定過程 を論難す る原告 らの主張 は，その前提 にお いて誤 り

が ある上 ，策 定時点の科学 技術水準 に照 ら した地 震地体 構造の 知見 の到達 点等

を見誤 ってい ること

（D津 波評価 技術が既往最 大 しか考 慮 して いない との原告 らの主張は ，誤 りで

ある こと

ア 原告 らの主 張

原 告 らは，原 告 ら準備書面 （77）第3の2（3） ， （4）（98，99ペ ー ジ）に

おいて ，被告 国が被告 国第23準 備書 面にお いて従前 の主張 を変 え，津波

評 価技 術が 「既往最 大」 で はな く， 「想 定で き る最 大 の津波 」 を決 定論 的

に取 り込 む考 え方 であった と主張す るに至 った とし，これ を 「主張の変更」

であ ると した上で ，津波 評価 技術 が既往 最大津波 しか考慮 してい ない 旨主

張す る。

イ 被告 国の主張が実 質的 に変更 された とい う指摘 は 当た らない こと

原告 らの前記 アの主張 は，そ もそ も被告 国の主張の趣 旨を正解 しない も

ので あ り，そ の前提 におい て誤 ってい る。

す なわ ち，原告 らの前記 アの主張は ，被告 国が，被告 国第23準 備書 面
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を提 出す る前 は，津波 評価技術 が，既 往最 大に と どま らず に，想 定 され る

最大 の津波 をも考慮 してい るな どとは一切 主張 してい なかった こ とを前提

とす る もので あるが， この前提 自体 が事実 に反す る。例 えば，被 告 国は，

平成29年8月29日 付 けの被 告 国第18準 備書 面第4の4（2） ア （ア）（6

1ペ ー ジ）にお いて ，津波評価 技術 に よ る設計津 波水位 は 「想 定津 波群 の

中か ら評価 地点 にお け る影響 が最 も大 きい津波 を設 計想定津波 として選 定

す る」 ことに よ り得 られ るもの であ る と明示 的に主張 してお り，被告 国に

おいて ，津波評価 技術 が，既 往最大 に とどま らず に，想 定 され る最大 の津

波 をも考慮 してい る こ とを従 前 か ら繰 り返 し主 張 してい る ことは明 らかで

あ る。 そ のため，被告 国の主張 が変更 され たな どとい う原告 らの前記指摘

は，そ の前提 を欠い てい る。

そ して ，津 波評 価 技術 が既往 最 大 津波 しか考 慮 して い ない との指 摘 が

誤 って いる こ とにつ いては，今村教授 もそ の意見 書 （丙B第30号 証）にお

いて 「そ の よ うな指摘 は津波 評価技術 につい ての理解 を欠 いてい ます。（中

略）想 定 津波 に よる設 計 津波 水位 の検 討 の段 階 で，『プ レー ト境 界付近 に

想 定 され る地震 に伴 う津波』 につ いて の基 準断 層モ デル を設 定 す るに あ

た っては，『太平洋 沿岸 の よ うな プ レー ト境 界型 の地震 が歴 史上繰 返 し発

生 して いる沿岸 地域 につ いては，各領域 で想 定 され る最 大級 の地震 津波 を

すでに経験 してい る とも考 え られ るが，念の ため，プ レー ト境界付 近に将

来発 生す る ことを否定 で きない地震 に伴 う津波 を評価対 象 とし，地震 地体

構 造 の知見 を踏 ま えて波源 を設 定す る。』 とい う考 え方 に基 づ き波源 を設

定す る こ とにな ります。」 （同号証13，14ペ ー ジ）と述 べ ，専 門的知 見

に基 づ き，被告 国の主 張に沿 う意見 を述 べてい る ところであ る。

（2）第1期 津波評価部 会に おいて 日本海溝寄 りの津波地震 の発生可能性 につい

て検 討 ・議論が な され なか った との原告 らの主張は， 同部会 に おける議論 の

実 質的な内容 を無視 した もの であ る上， 平成14年 当時の 科学的知見の進捗
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状況 ・到 達点 を正 しく理解 していな いもの であ ること

ア 原告 らの主張

原 告 らは，今村 教授 の証言 の一 部 を取 り上 げて ， 「第1期 津波 評価部 会

にお いては，福 島県沖 の 日本海溝 沿い については，過 去 に観 測 され た地震

の確認 は な され た もの の，それ を超 えて過 去 に発生 が確認 で きない領域 に

お け る波源 の想 定，す なわち，将来 の地震 の発 生可能性 を どのよ うに評価

す るか につい ては検討 され ていない とい う原 告 ら代理 人反対尋 問におけ る

今村証言 の趣 旨が，五 たび確認 され る こと となった。」 （原告 ら準備 書面 （7

7）第2の3（4） ウ ・62ペ ー ジ。傍 点は原告 ら。）とした上 で， 「理学 とし

ての地震 ・津波 を対象 とす る地震本部 ・海溝型 分科会 と異 な り， 土木 学会

・第1期 津波評価部 会 は，そ もそ も工学 の領域 で あ る津波 シ ミュ レー シ ョ

ンの手法確立 を主要 目的 と した集 ま りであ り，理学者 が 中心 で もなけれ ば，

福 島県沖 の 日本海溝 寄 りの津 波地震 の発 生可能性 を検討 ・議論 したわけで

もない。 よって ，『『津 波評価 技 術』 が 当時 の科 学 的知 見 を踏 ま え て福 島

県沖の 日本海溝 寄 りには津波 地震 は想 定 され ない と した判断 は合理 的で あ

りこれ を採用 した保 安院 の対応 にも合理性 が ある』 との被 告 国の主張は前

提 に欠 け る もの であ る。」 （同準備 書 面第2の3（4） エ ・62ペ ー ジ）な ど

と主張す る。

イ 被告国の反論

（ア） 長期評価 と津波評価技 術の比較 に固執 す る原告 らの主張 は，被告 国の

主張の要 点 を取 り違 えて いること

原告 らは，長期 評価 と津波評価技術 について， 専 ら， 目的や委員 の構

成，主 た る検討 事項 とい う点で比較 して，前記 アの主張 を繰 り返 してい

るが，そ もそ も，本訴訟 で判断 され るべ き点 は，被 告国第23準 備 書面

第3の4（31，32ペ ー ジ）の とお り，原 子力発電所 におい て決 定論 的

に行 われ る設 計上 の想 定津波 の波源 設定 に係 る審 査 又は判 断の基準 （す
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なわ ち，津波評 価技 術 の波源モ デル の設 定 に係 る考 え方）の下で ，三陸

沖北部 か ら房総 沖の海 溝寄 りの領 域 を一体 とみ な し， どこで も明治 三陸

地震級 の津波地震 が発生す ると した 「長期評価 の見解 」が，審議会等 の

検証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根拠 に裏付 け られた地震地 体構

造 の知 見 とい えるか否 か であ り，津波評価技術 と長期評価 とを前記 の よ

うに形 式的 に比較す るこ とに よって，正 しい結論 が導 き出せ る ものでは

ない。

そ して ， これ まで繰 り返 し述べ て きた とお り， 「長期評 価 の見解 」 を

含む長期評価 は，被告 国 の機 関であ る推進本部 が，確 率論 的地震動予測

地 図を策 定す る とい う独 自の 目的の下 で，将 来発 生す る可能性 が理学 的

に否 定で きない とい うレベル の知 見以上 の もの を全 て評価 の対象 と して

取 り込 み，主 として国民 の防災意識 の高揚 のた めに確率評価 を公表 され

てきた もので あ り，沿岸 施設 の設 計及び設計 見直 しに用 い られ る ことを

念頭 に置 いて公表 され た ものではなか ったのであ って，その 目的や意義

を踏 まえた上で信頼性 を議論す るこ とが重要 であ る。そ して，被 告 国は，

被告 国第19準 備 書 面第2及 び第3（2な い し16ペ ー ジ），第20準 備

書 面第3及 び第4（5な い し31ペ ー ジ），第21準 備 書 面第2（3な い

し12ペ ー ジ）にお いて ，将来 の地震 の発 生 可能性 とい う不確 か さを伴

う将来 予測 に関す る科 学的知見 に対 しては，決 定論 的 な取扱 い と確 率論

的な取扱 いの いずれ で取 り扱 うべ きか が問題 とな る ところ， 「長 期評価

の見解」 につい ては，その意義や 目的 に照 ら し，直 ちに決定論 的 な取扱

いに取 り込む に足 りる信 頼性 はな く，確 率論 的な取扱 いに とどめ るこ と

が相 当であ った と主 張 して いる ところで ある。

そ うであ るの に，原 告 らは，そ の 目的や意義 を踏 まえず に，推進 本部

が国の公 的機 関で あ るこ とや第一線 の専門研究者 に よる議論 を経 てい る

ことを殊 更に強調 し，津波評価技術 との形式的 な比 較 に固執 して前記の
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よ うに主張 してい るのであ り，被 告 国の主張 の要 点 を取 り違 えてい る と

いわ ざるを得 ない。

（イ） 平成14年 当時，福 島県沖の 日本海 溝寄 りの領域 に関 しては，決定論

的な津 波評価 に おいて波源 を設定す る手掛か りとな る地震地体構 造上 の

知見 がなか った こ と

平成14年 当時 ，津波評価技術 に示 され た波源 モデル以外 のモデル を

設計 上の想 定：津波 の波源 として福 島県沖 の 日本海 溝寄 り領域 に設定す る

科学 的知見 は存 しなか ったのであ るが， この点 は，以下の とお り，津 波

評価 技術策定 時の第1期 津波評価 部会 にお ける検討や議論 の経過 ，今 村

教授 及び佐竹教授 の意見等 か らも明 らかで ある。

a第1期 津 波評価 部会 の検討や 議論 の経過 は，佐 竹教授 が意見書 （5）

で取 り上げた津波評価 部会第3回 （平成12年3月3日 開催）にお け る

議事 録や 資料等 に表れ て い る とお りで ある （甲A第31号 証 ，丙B第

100号 証，第192号 証 ，第193号 証）が ，以下 ，具体 的 に述 べ

る。

b第1期 津波評価 部会 は，4省 庁 報告書等 の策 定を受 け，そ の内容や

考 え方 を補完 ・精 緻化す るもの として，津波評価技術 の体系化 を行 っ

た ものであるが，津波評価部会 は，平成11年 以降，前年度 か ら実施

され た電 力共通研 究 （高度化研 究）の結果 を踏 ま え，専門研究者 を入 れ

た部 会 を開催 し，議論 ・検討 を実 施 した （丙B第117号 証 ・刑 事事

件 にお け る松 山 昌史 氏 〔以 下 「松 山氏 」 とい う。〕の証 人調書右 下 の

ペ ー ジ数 で15な い し24ペ ー ジ参照 ）。 そ の うち，第3回 部会 にお

いては，波源 の設 定に 関す る基本 的事項等 が議 題 とされ ，福 島県沖 を

含む東北太平洋沖の領域に関す る 「波源の地域別特徴」等 として，次

の内容 が説 明 され ，議 論 が交 わ され た。

す なわち，福 島県沖 を含 む東 北太平洋 沖の領域 は，萩原 マ ップ に よ
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る地震 地体構造 区分上 ，G2とG3の2つ の領域 に 区分 され るが， 当

時最 新 の地 震 地体 構造 に係 る知 見 を網 羅 的 に分析 検討 した結 果 と し

て，① 北部 と南部 の海域 で は，波源 の空間的分布 や微 小地震 の震源 の

深 さ分布 が異 な り，地 震活 動 に大 きな違 いが あ る こ と（引用者 注 ：こ

れ は，北部 では，海溝付 近 に大津波 の波源 域が集 中 してい る一方 ，南

部 では，海溝 付近 に大津 波 の波源域 は見 られず ，陸域 に比較 的近 い領

域で発 生 してい る ことや ，南部 では北部 に比べ て微 小地震が 陸寄 りの

深部 で発生す る傾 向があ るこ と等 を意 味 してい る。 丙B第100号 証

の添付資料2・12な い し14ペ ー ジ 〔同資料下部 中央 のペー ジ数。

以下 ， 同資料 につ いて は 同様。〕）や ，② 宮城 県 沖地震 （1793年 ，

1978年 ）の よ うに，萩 原 マ ップのG2とG3を またい で発 生す る

大地震 があ り， この地体構造 区分 に従 って大地震 が起 きてい るわけで

はな いこ と（同資料14ペ ー ジ），③地震 の発 生様式 の多様性 の点 で，

同 じくプ レー ト境 界付近 に区分 け され る千島海 溝 （南部）や 南海 トラフ

が活動 区分 （セ グメ ン ト）が明瞭iである （同資料11，20ペ ー ジ）の と

比べて，多様 な発 生様 式 の地震 が特定 の領域 で起 きてい るこ とな どが

説 明 された （図表7参 照）。
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［図表7］

312臼 本演満沿いの津波波渥に閣ずる精徹
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c津 波評価 部会 は，その後 の部会 において も，そ うした 「既往津 波の

時間 ・空 間的分布 」や ， 「地震 の発 生様 式 ・地域別 の波源 の特徴 」等

を踏 ま えて，専 門研 究者 を入れ た議論 ・検討 を行 った。 その上で，将

来発 生す る可能性 が否 定で きない想 定津波 の波源 を設定す る際，東北

太平洋沖 の太平洋 プ レー ト沈 み込み に関係 した領域 につ いて は，萩原

マ ップの領域 区分 を修正 し，領 域 ごとに既 往津波 の痕跡 高 を最 もよく

説 明す る断層 モデル を基準 断層モデル として設 定 した上で，そ の位置

そ の他 のパ ラメー タを地体構 造上 の知 見 に基づ いて将来発生す る可能

性 が認 め られ る範 囲内で変化 させ る とい う波源設 定の基本的 な考 え方

を採 用 した （丙B第193号 証5ペ ー ジ， 図表8参 照）。

この基本的 な考 え方 は，例 えば，南海 トラフ沿い の領域 について，

活 動の最小単位 で あるセ グメ ン トの組合せ とすべ り量 のみ を変化 させ
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る との基本 的な考 え方 を採用 した こ と（丙B第193号 証3ペ ー ジ）な

どとは異 なるが，それが異 な る理 由は，地震 の発生様式 ・地域別 の特

徴等 の理学 的根拠 の内容 ・程度 が対象海域 ご とに異 な るためで ある。

［図表8］ 丙B第193号 証5ペ ージより

①萩原マ；iブと津波の痕爵高を説明できる断層モデルの位置関係
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断層の色は カワ1－cr1劉 法、ク随 ぴ層 ．・A、，・、《破1｛廷 、 翻 つ ・パ 栢 震を討 ．

そ して，特に福 島県 沖の波源 設定 について は，沿岸 寄 りには，繰 り

返 し性 が認 め難 い ものの特徴 的な群発 地震 で あ ると考 え られ た福 島県

東 方沖地震 （1938年 ）を基 準断層モ デル に据 えた 「領 域7」 が，ま

た， その沖合 には，地体構造 区分 のG2，G3を またいで発生 した宮

城 県 沖地震 に相 当す る基 準断層モデル を設 定 した 「領域5」 及 び 「領

域6」 が区分 として設 け られ た （図表9参 照）。 これ を結 果 として見れ

ば，海溝軸 沿い の領域 に，独 自の波源 を設定 していない こ ととな るが，

それ は，明治三陸津波 の発 生 を想定す べ き区分 （領域3） につ いて，前

記 の領域5，6と 異 な り，萩原 マ ップの領域 区分 と異 な る区分 を設 け

るべ き地震 地体構造上 の知 見がな かったた めで あ る。
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［図表9］ 丙B第193号 証6ページより

● 津波評価技術策定までの最新の科学的知見のレビュー結果に基づき，日本海溝
～千島海溝沿い（南部）海域において，各既往地震と地震地体構造の同一性が認
められる範囲の議論・検討を行った結果

つ ま り， 当時，海溝 軸沿い の福 島県沖に，波源 を設定す る手掛 か り

となる地震 地体構 造 上の知見が あったので あれ ば，具体的根拠 を伴 う

理学的知見を全て取 り込んで基準断層モデルを構築する津波評価技術

の手法 にの っ とり，波源 と断層 モデルの設定 がな された はず であ る （丙

B第30号 証6な い し14ペ ー ジ参 照）が ，当 時 の 最 新 の知 見 の レビ ュ

一結果 と して，それ に足 りる理学 的知 見が なか ったので ある。 この点

につ いては，今 村教授 が，刑 事事件 の証 人尋 問において，弁護 人 か ら

「このペ ー ジ （引用者 注 ：甲A第26号 証 の2〔 津 波評価技術 〕1－

59ペ ー ジ）で示 され てい る以外 の ところに基 準断層 モデル を設定 す

る とい う知 見は，そ の審議 が され ていた当時に はなかった と伺 ってよ

ろ しい です か。」 と問われ た の に対 し， 「はい ，議 論 で きる よ うな，

なか なか，情報 とかデー タ とい うの が十分 そ ろってなかった と思い ま

す 。」 （丙B第77号 証 の1・ 右 下部 のペー ジ数 で47ペ ー ジ）と証言
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して いる上，東 京高 等裁 判所 にお け る証人尋 問にお いて も， 「特 に福

島沖 では （引用者 注 ：知 見が）なか った とい うこ とにな ります 。」 と証

言 してい る （丙B第101号 証 の1〔 東 京 高裁今 村 証言 〕・右 下部 の

ペ ー ジ数 で89ペ ー ジ）ところであ る。

dこ の よ うに，津 波評 価部会 では，津波評価技 術 の体 系化 に際 し，決

定論 的 に取 り扱 う地震 津波 の発 生 メカ ニズムや 発生領域 ，規模等 に関

す る理 学的知見 をあ らか じめ網羅 的 に検討 ，整 理 した上で，想 定津波

の波源 の位 置や 断層 モデル の設 定方法等 について 当時第一線 の専 門研

究者 を入れ て議論 ・検討 を行 った ものであ る。

この点 に関 しては，佐竹教授 も，当時の議 論 につ いて振 り返 り，「知

見 の レビュー の内容 や結果 が想 定津波 の波源 の設 定を検討 す る上で不

十 分 なもの であれ ば， 当然 に コメ ン トが され た はず で あるが ，その よ

うな コメン トが された記憶 はない し，少 な く ともプ レー ト境界付近 に

想 定 され る地震 に伴 う津波 の波源設 定 を検討 す る上で必要 とな る最 新

知 見 の レビュー に不 足 が あった とは考 えてい ない。」 と述 べて い る と

ころで ある （丙B第100号 証2ペ ー ジ）。

2垣 見 マ ップに基づ いた被 告国 の主張 を論難す る原告 らの 主張は，被告 国の主

張の趣 旨 を正解 して いないばか りか，地震地体構造 論の学術 分野 における科学

的知見 の進 展状況す ら理解 して いな いもので ある こと

（1）原告 らの主張 は，被告 国の 主張の趣 旨 を正解 して いない こと

ア 原告 らの主張

原 告 らは， 「海 溝寄 りの浅い プ レー ト境 界付 近 は津 波地震 とい う特殊 な

地震 が発生 し得 る領域 として共通性 が あ る し，その逆 に，津波地震 とい う

特殊 な地震 が発 生 し得 る領域 であ る海 溝寄 りの浅い部分 のプ レー ト境界付

近 は ，地体構造 上 も共 通性 が あ る と推定 され る とい う点 で ある （それ がま

さに地震 地体構 造論 の考 え方 であ る）。 そ の結果 ，過 去約400年 の間に
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は津波地震 が確認 され ていない福 島沖 日本海 溝寄 りで も， 同 じ地 体：構造 を

持 つ 以上 将 来的 に津 波 地震 が発 生 し うる， とい う結論 が導 かれ るので あ

る。」（原告 ら準備書面 （53）第4の3（3） ・61な い し63ペ ー ジ）とか，「日

本海溝 の南 北 を通 じて3つ の津波地震 が確認 で きる とい う地震 学上 の知 見

を踏 まえて， これ を地 震地体構造論 の理論的 な判 断枠組み の上で取 りま と

め，陸寄 りと区別 して 日本海溝i寄りを一つ の領域 とす る2002年 『長 期

評価』」 （同書面 第4の3（5） ・79ペ ー ジ）な どと主張 してい る ことか ら，

「長期 評価 の見解 」が地震地体構 造 に基づ いた 区分 であ るこ とを前提 とし

てい るよ うであ る。

そ の上で ，原告 らは， 「垣見 氏 らの論 文 は， そ もそ も2002年 『長期

評価』公 表後 の知 見で はない」 （同書 面第4の6（10） エ ・163な い し1

65ペ ー ジ）と して ， この点 を前提 とす る今村 教授 の意 見及 び 同意 見 に依

拠す る被 告国 の主張 には誤 りが あ る旨主張す る。

イ 被告 国の反論

（ア）原 告 らの前記 アの主張 は，被告 国 の主張の趣 旨を正解 してい ない。す

なわ ち，被告 国 は， 「長期 評価 の見解 」 が示 した領 域 区分 は， 「『長 期評

価 の見解 』 の公表 の翌年 に公 表 され た垣 見マ ップ （2003） （丙B第1

7号 証 ）で も長期 評価 の領 域 区分 は参照す らされ ず ， さらに， この垣 見

マ ップが福 島第一発電所 事故後 も最新 の地震地体構 造 区分 と して実務上

通用 してい る （丙A第237号 証55ペ ー ジ）」 （被 告国第21準 備 書 面

13ペ ー ジの脚 注3） こ とを もって， 「長 期評 価 の見解 」 に よ り示 され

た領 域 区分 には新 た な地震地体構造 区分 を示す学術的意義 が含 まれ てい

ない 旨を主張 してい るのであ り，そ の要 点は，垣見マ ップが，そ の後 も

「長 期評価 の見解 」 を取 り入れ て内容 を改訂す る ことはなか った とい う

点， また，同マ ップ が，福 島第一発電所 事故後 の原子 力発 電所 の安 全審

査 に係 る実務 におい て も，地震 地体構造論 とい う学術領 域 にお け る最新
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の知 見を示 す もの と認 め られ てい る とい う点であ る。

したが って ，垣 見氏 らが論文 を学術誌 に投稿 した 日が 「長期評価 の見

解」 の公 表 日よ り前で あるか ら とい って，被 告国 の前記 主張 に対す る反

論 とは な り得 ない。

（イ） なお，一般 に，学術論文 が査 読付 きの学術誌 に投稿 され た場合 ，受理

され るまでの間 に査読者 か ら既 往研究 の適 切 な理解 ・引用 がな されてい

るか否 か等 の様 々な観 点か らコメン トが され ， これ を受 けて投稿者 が論

文 を改訂す るこ とが しば しば行 われ てい る。 しか る ところ，垣 見氏 らの

論文 につ いて も，投稿 日（平 成14年4月5日 ）か ら受理 日（同年11月

22日 ）まで の 間に，専 門家 に よる査読 が行 われ てい る。 そ して，本 文

中 に 「“震 源 を予 め特 定 しに くい地震 ” （推 本 ホー ムペ ー ジ，地 震調 査

委員会 ，平成14年5月29日 による）」 （丙B第17号 証404ペ ー ジ

左欄 。 下線 は 引用者 ）との記載 が ある な ど，投稿 日（同年4月5日 ）以 降

も論 文 の本 文 に必要 な改訂 がな され てい るこ とか らす る と，同年7月 の

「長期評価 の見解」 の公表 後 も改訂 をす るこ とは可能 だった と解 され る

が ， 「長期 評価 の見解 」 の公 表 を受 けて内容 に関す る改訂 を行 った形跡

は見 当た らない。

（2）推進本部 自身が ，地 震地体構造 区分図 と長期 評価 を別物 と して扱 ってい る

こと

前 記 （1）イ の とお り， 「長期評 価 の 見解 」 に よ り示 され た領 域 区分 には，

新 たな地震地体構 造 区分 を示す 学術 的意義 が含 まれ ていない のであ るが， こ

うした理解 は，推進 本部 にお いて も同様 であ り，福 島第一 発電所事故後 に推

進 本部 が公表 した 「全 国地震動予 測地 図2014年 版」付 録1（ 丙B第10

5号 証 ）にお い て，震源 断層 をあ らか じめ特 定 しに くい地震 の評 価手 法 を説

明す るに当た り， 「a． 海 溝型 地震 の長期評 価 で 区分 され た領 域 ，地 震 地体

構造 区分 （中略），震央 分布等 に基 づい て区分 され た領域j（ 同号証22ペ ー
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ジ）な ど と してい る とお り，推進 本 部 自身 が，長期 評価 の 区分 と地震 地体構

造 区分 とが全 くの別物 であ るこ とを前提 と した取扱 い を した上 で，地震地体

構造 区分 の例 として，垣 見マ ップ を挙 げてい る （同号証30ペ ー ジ）ところで

あ る。

また ， 「長期 評価 の見解 」 が公 表 され た平成14年 当時 において ，三陸 沖

の海溝 寄 りの領域 と福 島県沖の海溝寄 りの領 域 とは地震 地体構・造 上近似 して

い るとは考 え られ てい なかった こ とにつ いて は，被告 国第23準 備 書面第4

の2（38な い し42ペ ー ジ）で主張 した とお りで あ るが，単 に，海溝 沿い で

津波 地震 が発 生 し得 る とい うこ とや ，同 じ日本海 溝 の海溝 沿い であ る とい う

だけで地震地 体構造 が 同一 とい える ものでない こ とは今 村教授 において も的

確 な証言 が され てい る ところであ って （丙B第101号 証 の1・10な い し

12，15ペ ー ジ）， 「長 期評 価 の見解 」 が， 地震 地体 構…造 に基づ い た 区分

であ るとす る原告 らの主 張は前提 のみ な らず ，主張 内容 として も，誤 ってい

る。

（3）小括

この よ うに，垣 見マ ップに基 づ く被告 国の主張は ，地震 地体構造論 の学術

分 野 にお い て， 「長期 評価 の見解 」 の公 表後 に公表 され た垣見 マ ップが 「長

期評価 の見解」 と異 な る区分 を示 してお り，かつそ の後 も改訂 され ることが

なかった とい う点や ，そ のほかに 「長期評価 の見解」 と同 じ領域 区分 を示 す

地震 地体構造 区分 図が公表 され るこ ともなかった とい う点にお いて，福 島第

一発 電所 事故前 の科 学技術水準 を正 しく理解す る上 で重 要な事実 を指摘 して

い るのに，原告 らは，そ の趣 旨を正解せず ，枝葉 末節 に と らわれ た批判 に終
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始 して い る＊8。

3「 長期評価 の見解」の 「信頼性 に疑義 を呈す る今村 証言 には， （中略）根本 的

な適 格上の疑 義が ある」 とす る原告 らの主張 は理 由が な い こと

（1）原告 らの主張

原 告 らは，原 告 ら準備 書 面 （53）第4の6（10） ウ （161な い し163ペ ー

ジ），同力 （165，166ペ ー ジ）にお いて ，今村 教授 が理 学の専 門家 でな

い上 ，海 溝型 分科会 の議論 に参加 してお らず， 「長 期評 価 の見解 」 の 「信頼

性 を否定す るもので はない」 （同書面 第4の6（11） ・169ペ ー ジ）な どと主

張す る。

（2）被 告国の反論

ア 今村教授 が理 学的な専 門的知見 を持 ち合わせて いな いかの よ うに い う原

告 らの主張 は，津波工学 の学術 的意義 ・守備範囲等 を正解 してお らず ，理

由が ない こと

原 告 らは，今村 教授 は津波 工学 を専 門 としてお り，地震発生 可能性 の理

学的検討 をす るこ とが でき る専門家 では ない （原告 ら準備 書面 （53）第4の

6（10）ウ ・161な い し163ペ ー ジ）な どと主張す る。

＊8な お，念のため述べるに，地震地体構造区分図において，ある構造区内に起 こり得る地震の最

大規模 が示 されたからといって，その構造区内の全ての位置で当該規模の地震のモデルを設定

して地震動 を評価すべ きことにはな らず，過去の大地震の発生履歴等を考慮 して適切 な位置に

モデルが設定され ることになる。この点については，「原子力発電所耐震設計技術指針基準地震

動策定 ・地質調査編」においても，「最大規模 となる地震の位置は，各構造区内の大規模な地震

や起震断層の位置を参照 して決めることが想定されてお り，最大規模の地震が区内のどこにで

も起こ り得ることを示 しているものではないことに注意を要する。」 と指摘 されているところで

ある（丙B第194号 証 ・1一 参13ペ ージ）。そのため，津波評価に当たっても，依拠する区

分図が決まれば直ちに断層モデルを設定すべき位置も決まるなどとい う論理的な関係性はない。
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しか しなが ら，津波 工学 は， 「津波 の発 生 か ら伝播 ， また，沿岸 部へ の

影 響 まで を，まず は理 学的に評価 し，そ の後 ，様 々起 こる災害 に対 して，

技術 的 に何 がで きるのか。例 えば，ハ ー ドの防潮堤 ， また， ソフ トの避難

等 を組 み合 わせ て対応 す る学 問」 （丙B第77号 証 の1・ 右 下部 のペ ー ジ

数 で5，6ペ ー ジ）で あ り， この よ うな津 波工学 の学術 的意義 か ら して ，

技術 的な検討対象 とな る基礎 デー タ と して津波 の調査 ・研 究成果 を正確 に

理解 す るこ とが津波工学 の守備 範囲 に含 まれ るこ とは明 らかで あ る。 この

点 につい ては，今村 教授 も 「基礎 としては理学的 な知 見 を取 り入れ る とい

うこ とです ので，私 自身 も，十分か は分 か りませ んけれ ども， きちん とそ

の辺 りを学 んで，研 究 を してお ります。」 （同号証6ペ ー ジ）と証言 してい

る。 また，今村教授 は，長 らく宮城 県 内の東北大学 に拠 点 を置 いて きた研

究者 であ り， 明治 三陸地震 を代表 例 とす る津波地震 に関す る論文 の執 筆経

験 を多数 有 してい るほか ，地震 学会等理学 系の学会 に も所属 して地震 学の

専 門家 との意 見交換 を 日頃 か ら行 って きてお り（丙B第77号 証 の1・ 右

下部 のペ ー ジ数 で6，64ペ ー ジ）， 平成19年 か ら現在 に至 るま で，推

進本部 地震調査委員会 の委員 を務 め，平成25年2月 か らは推進 本部 に新

た に設置 され た津波評 価部会 の部 会長 も務 めてい る （丙B第30号 証3ペ

ー ジ）ので あるか ら
，福 島第 一発 電所事 故前 にお け る 日本海溝 沿 い の津 波

地震 の発 生可能性 に関す る科学 的知 見 の進展状 況 ・到達点 を証 言す る上 で

適任 であ るこ とは疑 う余地 がない。

イ 今村教 授が海溝型分 科会 に参加 して いない点 をあ げつ らう原告 らの主張

は，理 由がな い こと

また，原 告 らは，今村 教授 が ，海溝 型分科会 の議 論 に参加 していない と

して，あたか も当該事 実に よ り今村教授 の証言等 の信 用性が減殺 され るか

の よ うに主張す る（原告 ら準備 書面 （53）第4の6（10） カ ・165，166

ペー ジ）。
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しか しなが ら，今村教授 は，平成20年2月 の時点で は，本訴訟 上の論

点に関す る限 りでも，既 に 中央防 災会議 にお け る 日本海溝 ・千島海 溝調査

会 及び その下部 にあ る北海 道 ワー キ ンググル ープにお いて津 波地震 に関すt

る理学 的な検 討 に加 わってい た し，土木学会 の確 率論 的手法開発 に向けた

ロジ ックツ リー アンケー トへ の協 力及 び延宝房 総沖地震津波 に関す る茨城

県 の新想 定 に関わ る検討 等 を通 じて， 日本海溝 沿い の福 島県沖 にお け る津

波地震 の発 生可能性lt関 す る理学 的 な知 見の進 展状況 ・到達点 を認識 ・理

解 していた のは明 らかで あ る＊9。

＊9今 村教授 は （佐 竹教授 とは異 な り）， 平成14年 当時， いま だ地震調 査委員 会及び その 下部 にあ

る部 会 の委 員 の委 嘱 を受 けてお らず，地 震調査 委員 会及び その 下部 の部 会 （長 期評価 部会 ，海溝i

型分 科会）は， 政策委 員会 及び その下部 の部会 とは異 な り，福 島第一発 電所 事故前 後 を通 じ一貫

して，議事録 を公 開 してい ないため，平成20年2月 に被告 東電 の津波評価 担 当者 であ った 高尾

氏 と面 談 した際， 同氏 に対 し， 「私 は初期 の推 本 の議 論 に参加 して いな いのでH14年 の推本評

価 （引用者 注 ：「長期評 価 の見解」）について は コメン トで きない」 と回答 してい るが （丙B第77

号証 の1・ 右 下部 のペー ジ数 で127ペ ー ジ 〔弁護 人提 示資料13〕 ）， これ が，今村 教授 が専

門家 として高尾氏 に対 して誠実 に応 対 して いた事実 を示 す もの とはい えて も， 同教授 の証言 等の

信 用性 を減ず る もの とは到底評 し得 ない。

また，被告国第27準 備 書面第3の2（2） カ （ア）（51，52ペ ー ジ）の とお り，今村教授 は，前

記 の高尾 氏 との面談 の際 ，前記回答 に加 えて， 「長期 評価 の見解 」 を 「無視 で きない」 な どと発

言 した が， これ は， 「長期評 価の見解 」 を津波評 価技術 （決 定論）に直 ち に取 り入れ て対策 を取 ら

なけれ ばな らない とい うものではな く，試 算 を行 い，専 門家 間で議論 す るな どの検討 の祖 上 に載

せ る必 要が あ ると した もので ある し， また， 平成20年10月 には ，高尾氏 らに対 し， 「推 本の

津 波 につ いては，今 回のバ ックチ ェ ックで波源 として考慮 しな くて もよい。BCで は扱 いに くく，

か な り過大 で，非 常に小 さい可能 性 を追求す るの は ど うか。」 との 自らの考 えを伝 えた もので あ

り， これ らの発言 が， 「長期評 価の 見解 」 の策 定経 過 ではな く， 同見解 の内容及 び科学 的根 拠 が

不十分 であ るこ とを踏 まえて，津波 工学者 としての見解 を述べ た もの であ るこ とは明 らかで ある。
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ウ 小活

原告 らの前記 （1）の指 摘 は，今村 教授 の意見 の信 用性 を減殺 させ る もの

で はない。

4長 期 評価の趣 旨 ・目的や ，推進本部 内にお ける 「長期 評価 の見解 」の取 りま

とめ に向 けた議 論の経 過 を踏 まえれ ば， 「長期評価 の見解 」 が推進本部 の海 溝

型分 科会 におけ る審議 を経 た もので ある ことを根拠 に，同見解 が 「審議会等の

検証 に耐 え得 る程 度の客観 的か つ合理 的根拠 に よ って裏付 け られ た知見」＊1°と

評価 す るこ とはで きな い こと

（1）原告 らの 主張

被 告 国は，原子 炉施設 の安 全性 に関す る審査又 は判 断 の基準 の設 定やそ の

基 準 に対す る適合性 を判 断す る際 に考慮 しな けれ ばな らない科学 的知見 の程

度 と して は，少 な く とも，当該 知見 に，安 全審査やバ ックチ ェ ック等の際 に

開かれ る審議会 （原 子炉安全 専門審査会等）の よ うな様 々 な分野 の専門家 の検

証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理的根拠 が伴 っていな けれ ばな らない 旨主

張 して いる ところ（被 告 国第23準 備書 面第2の2（3） イ ・10な い し12ペ

ー ジ），原 告 らは， 「『長期 評価 』 は，地震調 査委員 会 ・長期評価 部会 に招集

された地震 ・津波 の専門家 の充実 した議論 を踏 まえ，過 去 の地震 の評価 と将

来 の地震 の予測 について被告 国の判断 を示 した もの であ り，地震 の専 門家の

個 人 的な見解 とは比 べ られ な い公 的性格 と重 要性 を持つ ものであ る」 （原 告

ら準備書面 （53）第4の2（5） ・57な い し60ペ ー ジ）と主張 し， 同主張は，

「長期評価 の見解 」が推進本部 の海 溝型分科 会 にお け る審議 を経 た ものであ

＊10原 告 らは，原告 ら準備 書面 （53）にお いて， 「長 期評価 の見解 」が 「統一的見解 」で あるか否 か

とす るが ，本件 の争点 は，被告 国第23準 備 書 面等 におい て述 べ た とお り， 「長 期評価 の見解 」

が 「審 議会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根 拠 によ って裏 付 け られ た知見」 と言 え

るか否 かであ る。
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るこ とを根拠 に，同見解 が 「審議 会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かっ合

理 的根 拠 に よって裏付 け られた知見」 であ る と主 張す るもの とも解 され る。

（2）被告 国の反論

ア 「長期評価 の見解」 が，推進本部 の海溝型分科会 にお ける審議 を経た も

ので あるか らとい って，三陸沖の海溝寄 りの領域 と福 島 県沖の 海溝寄 りの

領域 が近似性の あ る領域 であ るこ とを示す地震地体構 造の知見 と して，審

議 会等の検証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根拠 に よって裏 付 け られ

た知見 とはいえなか った こと

原 告 らの前記 （1）の主 張 は，長 期評価 の趣 旨 ・目的 を全 く踏 まえない も

のであ り，理 由がない。

す なわ ち，被告 国が主 張す る 「審議会等 」 とは，被告 国第23準 備 書面

第2の2（3） イ （オ）（12ペ ー ジ）で主張 した とお り，原子 力規 制機 関が安全

審査や バ ックチ ェ ック等 の際に開 く審議会 （原 子炉安全専 門審査会等）にお

いて， 自然科学 に限 られ ない様 々な分野 の専門家が， 当該科 学的知 見が原

子力規 制 に取 り込 むだ けの客観 的かつ合理 的根 拠 を伴 ってい るか とい う点

につ いて審議す る場合 を念頭 に置 いた ものであ る。

しか るに， これ まで繰 り返 し述 べ てきた とお り，長 期評価 は， 「国民の

防災意識 の高揚」 を図 るこ と等 を 目的 と した全国地震動予測 地図 の作成 を

目指 し，本邦の いずれ かの地点 に被 害 を もた ら し得 る地震 が生 じる可能性

を余 す こ とな く評価す るために，主に 自然科 学の分野 か らの検 討 を踏 まえ

て 「高度 の理学的根拠 に裏付 け られ た知見」 か ら 「理学的 に否定 できない

知見 」までの様 々な レベル の知見 を取 り入れ て策 定 ・公表 され た ものであ

り， 自然科 学 に限 られ ない様 々な分 野の専 門家 が，長期評価 は原 子力規制

に取 り込むだ けの客観 的かつ合理 的根 拠 を伴 ってい るか否か とい う点 につ

いて審議 した結果 として策 定 ・公表 された ものではない ことは明 らか であ

る。
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〉

そ のた め， 「長期評価 の見解 」 が推進本 部 の海 溝型 分科 会 にお ける審 議

を経 た もので あるか ら とい って，同知見 が，三陸沖の海溝 寄 りの領域 と福

島県 沖の海 溝寄 りとの領域 が近似性 の ある領域 であ る ことを示す地震 地体

構造 の知 見 として， 「審議 会 等 の検 証 に耐 え得 る程度 の 客観 的 かつ合理 的

根 拠 に よって裏付 け られた知見」 で あった とはい えない。

す なわ ち，原子力規制機 関が ，波源 モデル の設 定 に係 る審 査又 は判 断の

基準 と して，歴史的 ・科 学的根拠 を有 す る既往地震 の波源モ デル をそ の既

往 地震 の発 生 した領域 と異な る領域 に設定す るために は，当該既往 地震 の

発 生 した領 域 とそ の波源 モデル を設 定す る領域 が近似 す る とい うこ とが地

震 地 体構i造の知見 によって示 され てい なけれ ばな らない ところ， 「長期評

価 の見解 」は，三陸沖 北部 か ら房総 沖にか けての 日本海 溝寄 りの領 域 を地

震 地体構造 上一体 とす る科学 的知見 がなか ったに もかか わ らず ，国民 の防

災意識 の高揚 等 を 目的 とす る防災行政 上の警告 と しての意味 を持 つ確 率計

算 の結果 を示す必要が あ ると考 え られ たた めに， その広大 な領域 を一つ に

ま とめ，当時，震源 はお ろか津波地震 であ るか も明 らか ではなかった慶長

三陸地震及 び延 宝房総沖地震 をあえて明治三陸地震 と同 じく 日本海溝 沿 い

で発 生 した津波地震 で あ る と 「判 断 」 （丙A第119号 証 ・12枚 目 〔1

0ペ ー ジ〕）し， この領域 で は どこで も明治三陸地 震 と同様 の津波 地震 が

起 こ り得 ると 「考 えた」 （同号証12枚 目 〔10ペ ー ジ〕）ものであ る。 つ

ま り， 「長期 評価 の見解」 は，科 学 的根 拠 が乏 しい もので あ るこ とを前提

と しつっ ，理 学的には否定 で きない こ とか ら，国民 の防災意識 の高揚 とい
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う用途 に資す る確率 計算 の結 果 を示す た めに され た評価 にす ぎず＊11，決 定

論 的 に行 われ る沿岸施 設 の設計 上の津波想定 にそ のまま用い られ る ことを

念頭 に置い た ものでは なかったので あって，明治三 陸地震 とい う既往 地震

が発 生 した領域 とその波源 モデル を設定す る三陸沖 中部以南の領域 が近 似

す るとい うことを示す地震 地体構 造の知 見に よる ものでは全 くなかったの

で あ る （この点 につ い て は， 前記 第2の4に お い て詳 述 した とこ ろで あ

る。）。

したが って， 「長 期評価 の 見解」 は，三 陸沖 の海 溝 寄 りの領 域 と福 島県

＊11こ の点 に関 しては ，刑 事事件 の証 人尋 問にお いて も，多 くの専 門家 が指摘 してい る ところで

ある。

例 えば，推 進 本部 の委員 を長 く務 め る地 震学者 の松 澤 教授 は ， 「長 期評 価 の見解 」 につ いて

「そ うで も しな い限 り，福 島沖の評価 はでき ない。 （中略）過 去 に何 が起 こったか とい うこ とを

積 み上 げ てい くのが長期 評価 です。 過去 に全 く起 こってい ない ところに今言 った手法 は使 えま

せ ん。 だ け ど，海 溝 沿いが全 部 同 じだ と仮 定 してみれ ば ，福 島 沖で起 こっ ていな くて も， 三陸

沖 あ るい は房 総 沖で 起 こった よ うなデー タを基 に して福 島沖 も同 じ確 率です よと言 うこ とがで

きる と。 それ は非常 に乱 暴な議論 だ と私 は思いま したけれ ども，それ 以外 にや りよ うが ない。」

（丙B第104号 証 の1・84，85ペ ー ジ。下線 は引用者）， 「あ る先生 か らは，私 もそ うです

け ど，乱 暴 な議 論 だね とい うふ うに言 われ たのは覚 えて います。 そ の ときに，今 ，私 が申 し上

げた よ うな こ とを説 明 して，乱 暴 なのは分 かって い るけれ ども， こ うで も しな けれ ば確 率は 出

ないです よね とい う話 を したの も覚 えています。」 （同号証 の1・90ペ ー ジ。 下線 は引用者）と

証言 して い る し，工学者で あ る酒井博 士 も， 「長期 評価 の見解」 は 「別 にその科学 的根 拠は示 し

てい ないの で，そ うい う意味 では知 見 と言 われ る もの では ないん じゃ ないか とはまず 思い ま し

た と。 （中略 ）も とも と地震学 的 に明確 な根 拠 を示 さず に どこで も起 きる とい う考 えの 人た ちに

対 して， こ うだ か らここで しか起 きない んだ と言 っ て説 得す るの は，やや 悪魔 の証明 的に非 常

に難 しい1（ 丙B第115号 証 の2・ 右 下部のペ ー ジ数 で165ペ ー ジ。 下線 は引用者）と証言

してい る ところで ある。
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沖 の海 溝寄 りの領域 が近似性 の ある領域 で あるこ とを示 す地震地体構 造の

知 見 として ，審議 会 等 の検証 に耐 え得 る程 度 の客観 的 かつ合理 的根拠 に

よって裏付 け られ た知見 とはい えない もので ある。

イ 「長期評価の見 解」が審議会 等の検証 に耐 え得 る程度 の客観的か つ合理

的根拠 に よって裏 付 け られ た知見 とは いえなか った ことは，推進本部 内 に

おけ る 「長期評価 の見解」 の取 りま とめ に向 けた議論 の経過か らも明 らか

であ ること

（ア）海溝型 分科会 を始 め とす る推進 本部 内の議論 は，地震 学 に関す る知 見

に基づ いた もの であ る ことは否 定 し得 ない にせ よ， 「国民 の防災意識 の

高揚 」 とい う目的 を踏 まえた 「防災上 の観 点」か らな されてい た ことが

明 らかで あ り，それ が 「長期評価 の見解」 におい て，約400年 間に顕

著 な津波 を伴 った大地震 が三陸沖北部 か ら房総 沖 の海溝 寄 りを震源 と し

て3回 発 生 して い る と 「判 断」 （丙A第119号 証 ・12枚 目 〔10ペ

ー ジ〕）す る根拠 と され たのは明 らか であ る
。

以 下， この点 につい て詳述す る。

（イ） まず，平成14年4月10日 の地震調査委員 会 にお いては，海溝型分

科会 にお ける議論 の進 捗等 が報告 され てい るところ，同分科 会主査 であ

る島崎氏は， 日本海溝 寄 りの津波 地震 の広 大な領 域設 定について話題 に

した際， 「や は り歴 史地震 の研 究が不 十分 な とこ ろが あって ，そ こまで

は未 だ研 究が進 んでい ない。現在 の こ とが判 って も昔 の ことが判 らない

と比較 が出来 ない。 今後 いろいろな人が興 味を持 っていただけれ ば よい

と思 って い る。」 （丙B第103号 証 の3・ 右 下部 のペー ジ数 で281

ペ ー ジ。 下線 は 引用者 ）な どと，歴 史 地震 の研 究 自体が いま だ十分 でな

く，今 後 この分野 の研 究が進 め られ ない 限 り精度 の高 い知 見 を示す こと
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がで きない ため，研 究 の進 展が望 まれ る旨を述べ てい る＊正2。

（ウ） そ して，その直後 に行 われた平成14年5月14日 の第12回 海 溝型

分科会 では，歴 史地震 で ある慶長 三陸地震 （1611年 ）及 び延 宝房総沖

地震 （1677年 ）の各震源 域 につ いて議論 とな り，慶長三 陸地震 の震源

域 に関 し，以 下の よ うなや り取 りが交 わ され てい る （丙B第103号 証

の3・ 右 下部 のペ ー ジ数 で288，289ペ ー ジ。 下線 は引用者）。

なお，以下 に引用す るや り取 りは，その時点で は，長 期評価 の評価 文

の事務 局案 と して，過去400年 の間に 「三陸沖 中部 ～房総沖全 体では

1677年 の地震 を含 めた場合133年 に1回 程度 ，含 めなかった場合

には200年 に1回 程度 ，M8ク ラスの地震 が海溝 沿い で起 こった と考

え られ る。」 （丙B第103号 証 の3・ 右 下部 のペ ー ジ数 で297ペ ー

ジ。 下線 は 引用者 ）との案 が示 され てお り，延 宝房 総沖地 震 が 日本海溝

沿 いで発 生 した津波 地震 であ る場合 とそ うでない場合 の双方 を両論併記

し，それぞれ確率評 価 の対象 とす る一方 ，延 宝房 総沖地 震 と同様 に科 学

的根拠 が薄弱 であ った慶長 三陸地震 について，何 ら場合 分 け等 をせず に

三陸沖 を震源域 と断定 してい る点 を巡 って議 論が 交わ された ものであ る

（以下 の引用 に 当た っては，佐 竹教授 を 「佐 竹氏」 と表記す る。 ）。

a交 わ された議論 の内容

佐竹 氏 ：津波地震 として1677年 はいれ るかいれ ないかだが，1

＊12な お ，島崎 氏は，刑 事事件 の証 人尋 問にお いて，本 文で述 べた発 言 は 自 らの ものであ るこ と

を認 めた上 で （丙B第103号 証 の2・ 右 下部 のペー ジ数で155ペ ー ジ）， 当該 発言 の趣 旨に

つ いて確認 され ， 「歴史 地震の研 究 自身 も十 分で はないわ けです ね， あ る意味。例 えば1611

年 の地震 の震源 は こ こだ と図に書 け るほ どは分 か ってい ないわ けで， そ うい う意味 では ，まだ

不十 分 と言 わ ざるを得 ない と思 います。」 （同号証 の2・ 右 下部のペー ジ数で156ペ ー ジ）な ど

と証 言 し，答 えをは ぐらか してい る。
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611年 の位 置 も本 当にこ こ（引用者 注 ：三 陸沖）なのか ？

島崎氏 ：ほ とん ど分 か らないで しょ う。

佐竹 氏 ：だ か らこれ もそ うでない可能性 が ある。要す るに1677

年 に関 して は含 めた場合 と含 め ない場合 で分 か らない とい

うニ ュア ンスが 出てい るが，そ うす ると逆に1611年 は

分 かってい る とい うふ うに とれ る。

事務 局 ：p21（ 引用者 注 ：丙B第103号 証 の3・ 右 下部 のペ ー

ジ数 で304ペ ー ジ）（2）1677に つ い ての記 述 を述 べ

る。

阿部氏 ：1677年 は房 総沖 ではな くて ，房総 半 島の東 のずっ と陸

地近 くでM6ク ラスの地震 か も しれ ない。 「歴 史地震 」 に

載 ってい る。

島崎氏 ：1611年 の地震 につ いて もそ うい うものがあれ ば， と り

あげたい。

佐竹 氏 ：1611年 は津 波 が あった こ とは間違 い ない が ，見れ ば

見 るほ どわけが分か らない。

島崎氏 ：正 断層 の 地震 は別 に して，根 本 的 にす ごい津 波 の地震 が

3回 あった。

佐 竹氏 ：そ もそ も これ （引用者 注 ：慶 長 三陸地 震）が 三陸 沖 にはい

るのか ？千島の可能性 だって ある。

島崎氏 ：た またまそ こに しか記録 がないか ら仕方 ない。

事務局 ：それ を含 む場合 と含 めない場合 で記述す る。

佐 竹 氏 ：こ この書 きぶ りだ と1677年 は議 論 が あ るのでいれ た

場合 いれ ない場 合 にな って い るので，1611年 も同 じ

よ うな扱 い に して欲 しい。

島崎 氏 ：我 々 に分 か らない ことを正 しく反 映 しな さい， とい うこ

51



とですね。

事 務 局 ：確 率 もそ れ で1回 か ら3回 で変 え るほ うが いい ん じゃ な

いカ・， とい うこ とカ・？

事 務 局 ：メカ ニ ズ ムは分 か らない けれ ど も，3回 大 き な津 波 が発

生 して三 陸 に大 き な被 害 を発 生 させ て い るわ けだ か ら，

警告 としてはむ しろ3回 とい うほ うを。

佐 竹 氏 ：今 は震 源 が どこか とい う議 論 を してい る。 三陸 に津 波 を

起 こ した とい う意 味 で議論 す るな らば，チ リ津波 を入 れ

なけれ ば な らない理屈 にな る。 だか ら，被 害 とい う目で

見 るな らまた別 な扱 い を しなけれ ばい けない。

佐竹 氏 ：一 回 とい う可能性 だ ってあ るので は ？

事務 局 ：チ リとい う可能性 は あるのか ？

佐 竹氏 ：それ は ない。

事務 局 ：可能性 が あ る と して もせ いぜ い千 島 くらい。 で も普 通 に

考 えれ ばむ しろ三陸 の ほ うが可能性 が強 いのでは ？

佐 竹 氏 ：そ うとは いえ ない。 北海道 の記 録 が ない か ら千 島 沖か も

しれ ない。

阿部 氏 ：佐竹 委員 さん （引用者 注 ：佐竹 氏）の言 うこ とは， 可能性

を残 してお きたい とい うこ となのだ か ら， 文章 の 中で ，

そ うい う可 能性 もあ るが こ こで は三陸 沖 と して扱 う， と

書 けばいい。

島崎 氏 ：次 善 の策 と して三 陸 に押 し付 けた。 あま り減 る と確 率 が

小 さ くな って警告 の意 がな くなって， 正 し く反 映 しな い

の で は な い か ， とい う恐 れ も あ る。

（中略 ）

島 崎 氏 ：そ の 可 能 性 も あ る とい うコ メ ン ト残 して ， （引用 者 注 ：慶
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長 三陸地震 の震源 は）三 陸に しよ う。

b議 論 され た内容の評価

ここでは，まず，延宝房 総沖地震 について ， 日本海 溝沿 いを震源域

とす る地震 ではない との異論 が現 にあ り，過去 の地 震発生履歴 にっい

て両論併記 し，それぞれ の確 率計算結果 を示す方針 で あった ことが注

目され る。 そ して，佐竹教授 は，慶長 三陸地震 が延 宝房総沖地震 と同

様 に地震 像 が 明確 で ない歴史 地震 で ある こ とか ら， 「津波 地震 と して

1677年 はいれ るかいれ ないか だが，1611年 の位 置 も本 当に こ

こ（引用者 注 ：三陸沖）なのか ？」 として，そ の震源域 の判断 に強い異

論 を述べ ，延 宝房 総沖地震 の取扱 い と同様 に，三 陸沖 を震源域 とす る

場合 とそ うでない場合 とを併記 す る ことを提案 してい る。

その際 ，島崎氏は，一度 は 「我 々に分 か らない こ とを正 しく反 映 し

な さい， とい うことです ね。」 な ど として，科 学的 に分 かって い るこ

ととそ うでない こ とを区別 して記載す るとの佐 竹教授 の提案 に理解 を

示 しつっ も，事務 局か ら 「メカニ ズムは分か らないけれ ども，3回 大

きな津波 が発 生 して三陸 に大 きな被害 を発 生 させ てい るわ けだか ら，

警 告 と してはむ しろ3回 とい うほ うを。」な どと， 高い確 率 を示す こ

とに よ り防 災行政 上の警告 を強 く発 したい との見解 が示 され る と， こ

れ に同調 し， 「次 善の策 と して三陸 に押 し付 けた。 あま り減 る と確率

が小 さ くなって警 告の意 がな くな って，正 しく反映 しないので はない

か， とい う恐れ もあ る。」 な どと発 言 し，結局 ，長期評 価 に 「警告 の

意 」 を持 たせ るとい う理 由で，慶 長三陸 地震 の震源域 が三陸沖 である

との見解 に立 つ こと としてい る。

これ らの防 災行政 的な立場 か らの発言 に対 して，佐竹教授 が直 ちに

「今 は震 源 が どこか とい う議論 を してい る。」 との意 見 を述べ てい る

が， この分科 会で は， 「将来発 生す る可能性 が あ る地震 の震源域 を科
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学 的根 拠 に基づ い て推定 で きるか」 につ いて議 論 してい るはず であっ

たの に，特 に前記aで 引用 した場面 では，科学 的根 拠 の有無 か ら離 れ，

三陸沿岸 が過 去3回 の津 波被害 を受 けた とい う歴 史的事実 のみ か ら，

直 ちに慶長 三陸地震 が三陸沖 を震源域 とす る津 波地震 であった との判

断 が示 され るに至 ってい る。

しか も，佐竹 教授 の意 見 は，阿部氏 か らの 「（引用者 注 ：佐 竹教授

の意 見 は1611年 の 地震 の震源 が三陸 沖で ない）可能性 を残 してお

きたい とい うことなのだか ら，文章 の中で，そ うい う可能性 もあ るが

ここでは三 陸沖 と して扱 う， と書 け ばいい。」 との提 案 に よ り，一度

は採用 され る方 向になったが，結局 ，．長 期評価 の評価文 中でその よ う

な場合分 けを され るこ とはな く，更 には，従前 の事務局案 では記 載 さ

れ ていた延 宝房総 沖地震 の場合分 け 自体 も削除 され ，結 果 として，「三

陸 沖北部～房総沖全 体で は同様 の地震 が約400年 に3回 発 生 してい

る とす る と，133年 に1回 程度 ，M8ク ラス の地震 が起 こった と考

え られ る。」 （丙A第119号 証 ・5枚 目 〔3ペ ー ジ〕）との記載 に変

容 して い るので ある＊正3。

この よ うな議 論 の経過 を見れ ば，推進 本部 が，過 去 の地震 の震源 域

に関す る科学的根拠 に基づ く解 明状 況 ・到達点 を離れ て，専 ら，防災

行政 的 な警告 を強 く発 したいがた めに，長期評 価 に 「三 陸沖北部～房

総 沖全体で は同様 の地震 が約400年 に3回 発 生 してい る とす る と，

＊13島 崎氏 も，阿部氏 の提 案 を受 けて， 「その可能性 もある とい うコメ ン トを残 して，三陸 に しよ

う。」 と述べ て，慶長 三陸地震の震源 域 が三陸沖 でない可能性 もある との見解 も併 記す るこ とに

賛意 を示 して いた が，そ の よ うな併記 が され なか った経緯 ・理 由につ いて ，刑 事事件 の証 人尋

問 で問 われ ， 「そ こまで細か くは記憶 してお りませ ん。」 （丙B第103号 証 の2・ 右 下部 のペー

ジ数 で163ペ ー ジ）な どと証言 して，具体的 な証言 を避 けてい る。
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133年 に1回 程度 ，M8ク ラスの地震 が起 こった と考 え られ る。」

と記載 した こ とは明 らかで ある。 そ して ，佐竹 教授 らの よ うに具体 的

に異論 を述べた専 門家 も含 めて，地震調査委員 会 の委員 らが，最終 的

にそ の よ うな記 載 の まま， 「長 期評価 の見解 」 を公表す る こ とを了承

したのは，長期評 価 が確率論 的地震動予測 地図 を策 定す る とい う独 自

の意義 ・目的を有 す るため，この よ うな割 り切 った判 断 を しない限 り，

防災行政上 の強い警告 を意 味す る程度 の高い確率評価 を示す こ とがで

きなかったか らにほかな らないg

なお ，三 陸沿岸 に津 波が3回 到 来 した とい う事 実 と，それ ら3回 の

津波 が全 て三陸沖 を震源 域 とす る地震 に よ り引 き起 こ され た とい う事

実 とは，科 学的 には全 く別 の事象 を示す もので あ り，沿岸 の津波被害

記録 は，前者 の裏付 け となるにせ よ，後者 の裏 付 け とな るわ けではな

い （す なわ ち，沿岸 の津 波被害記 録 が あ るか らとい って，そ こか ら直

ち に当該津波 の震源 域 まで明 らか にな るもので はない。）。島崎氏 は，

刑 事事件 の証 人尋 問 におい て，長期評 価 で は， 「3回 ，大 きな津波 が

東北 日本 を襲 った とい う事実 」 を重視 した 旨証 言す るが （丙B第10

3号 証 の2・ 右 下部 のペー ジ数 で159ペ ー ジ），その説 明 自体 に，

震源域 を判 断す る上 での科 学的根拠 が伴 っていない こ とは明 らかで あ

る。

（エ） さらに，過 去400年 に3回 ， 日本海 溝沿 いの領域 で津波 地震が発生

した とい う前提 自体 が科学的根拠 の乏 しい もので あった ことは，推進本

部 は も とよ り島崎氏本 人 も認識 してい た事 実で あって ， この こ とは，平

成14年7月 の長期評 価 の公表 前後 の資料 か らも裏付 け られ る。

す なわ ち，長期評価 部会長 （当時）であった島崎氏 は，前記 の第12回

海溝 型分科会 の約1か 月後 （平成14年6． 月26日 ）に行 われ た第67回

長 期評価 部会 に 出席 し，同部会 にお いて ， 「1611年 の地震 は本 当は
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分 らない。1933年 の地震 と同 じとい う説 もあ る。北海 道で津波 が大

き く， 千 島 沖 で は な い か とい う意 見 も分 科 会 で は あ った 。」， 「400年

に3回 と割 り切 った こ とと，それが一様 に起 こる とした所 あた りに問題

が残 りそ うだ。」 （丙B第103号 証 の3・ 右 下部 のペ ー ジ数 で315

ペ ー ジ）と直載 に述 べて い る。 また ，推進本 部 の事 務局 が平成14年9

月 に長期 評価 に信頼 度 を付 す た めの検 討資 料 と して作成 した資料 （同号

証 の3・ 右 下部 のペ ー ジ数 で395ペ ー ジ）に も， 「（1）想 定 され る地

震 の発 生領域 の 目安 ・想 定震源 域 の形 態 ・想 定震源 域 」 の中で， 「Ωユー

677．11： 羽鳥 （1975） ，石橋 （1986） 海溝 寄 りか どうか は

怪 しい （陸 寄 り ？）」， 「01611： 相 田／ 津 波 数 値 実 験 （1977）

但 し怪 しい （千 島 沖 の 地 震 か も しれ な い ）」 と，ま た ， 「（3）発 生 間 隔等 」

の 中 で ， 「デ ー タ の 質 は （1）参 照3回 の うち 最 初 の2回 は怪 しい 」 と

それ ぞれ記 載 され， この資料 が部会 資料 として現 に使 用 され て （同号証

の2・ 右 下部 のペ ー ジ数 で174な い し176ペ ー ジ），想 定震源 域及

び発生 間隔の評価 をいず れ も 「C」 とす る結果 を導いて い るので ある。

（オ）第12回 海 溝型分科会 にお け る議論 に限ってみて も，例 えば，①安藤

雅孝委員 の 「1953年 が低周波地 震 とい うのは もっ と調 べていた だき

たい。 多分記録 は残 ってい るはず。 も しそれ を書 き込む な ら私 は納得 い

かない。それ ほ ど記録 にあるわけで はない。 小 さなマル チプル につ いて

宇佐 美 さん が論 文 を書い てい る。」 とい う発 言 に対 し，阿部氏 が 「そ こ

まで遡 る と研究 の分 野 になるか ら，宇津先 生がそ う言 ってい るな ら，そ

れ を引用 して済 ませ て しま うのでは ど うだろ う。」 と発言 し，島崎氏 も

「今 日は これ 以上議 論 しない。判 断 して くれ る とあ りがたい。 この取 り

扱 い はペ ンデ ィ ングにす る。」 と発言 して い る点 （丙B第103号 証 の

3・ 右 下部 のペー ジ数 で288ペ ー ジ）や ，②阿部 氏 の 「1953年 は

ど うす るのか ？あ と2回 しか議論 す る時間がない。」とい う意見 に対 し，
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島崎 氏が 「で は，津 波地震 ではない， とい う強い意見 もあ るが，津波 地

震 に して ， 規 模 が 小 さい と3－2に さ ら り と書 くの み とす る。」 と発 言

してい る点 （同号証 の3・ 右 下部 のペ ー ジ数 で289ペ ー ジ。 下線 は引

用者 ）な ど，科 学 的知 見 の到達 点 を充 実 した議 論 に よって検証 した との

評価 とは明 らかに異 な る観点 か らの発言 が幾つ も見受 け られ る。

（カ） 以 上 の各発 言 の 内容 に鑑み れ ば， 「長期 評価 の見解 」 に関す る海溝 型

分科 会等 の議論 は，地震学 に関す る知見 に基づい た もので ある ことは否

定 し得 ないにせ よ，「国民 の防災意識 の高揚 」とい う目的 を踏 まえた 「防

災上 の観 点」 か らな され ていた こ とが明 らかで あ り，それが 「長期評 価

の見解 」 におい て， 「約400年 間 に顕著 な津波 を伴 った大 地震 が三陸

沖北部 か ら房 総沖 の海 溝 寄 りに3回 発 生 してい る と判 断」 （丙A第11

9号 証 ・16枚 目 〔14ペ ー ジ〕）す る理 由 とな った こ とは明 らかで あ

る。

5土 木学会 の ア ンケー ト結果が 「長期評価の見解 」 を支持 して いる との原告 ら

の主張 は， 同ア ンケー トの趣 旨，性質 を正解 しな いもの で あ り，理 由がな い こ

と

（1）原告 らの主張

原告 らは，原告 ら準備 書 面 （53）第4の2（5） （57な い し60ペ ー ジ）及 び

準備書 面 （77）第2の5（5） （84な い し86ペ ー ジ）にお い て，2004（ 平

成16） 年 及 び2008（ 平成20） 年 の重 み付 けア ンケー トの結果 が 「『日

本海溝 寄 りの どこで もM8ク ラスの津 波地 震 が起 こ り得 る』 との 『長期 評

価 』 の 『津波 地震 の領 域』 につ いて の考 え方 が多数 の支 持 を得 てい る とい

える」 （同準備書面86ペ ー ジ）と主 張す る。

なお，原 告 らは，原 告 ら準備書 面 （59）にお いて は， 「津波評 価部会 が実施

したア ンケー ト結果 は ，そ のア ンケー トの実施 手法 自体 につい て も地震 学

者 の集 団 的な検討 を経 てお らず ，ま た，現 実 の実施 に際 して も，対象 とす
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べ き地震 学者 の選 定 ，提 供す べ き共通 資料 の選 択 ， さらには調査 対象 者 の

うち に地 震学 者 と電 力 関係 者 が混在 して い るに もかか わ らず ，地 震 学者 に

限定 した見解 の検 証 もで きない な ど，信 用性 が乏 しい もの とい わ ざるを得

ない。」 （同準備得 書面17ペ ー ジ）とも主張 してお り， 同ア ンケー ト結果 を

原 告 らの主 張 を補 強 す るもの と主張 して い るの か否 か，判 然 と しない が，

以 下で は，原 告 らが， 同ア ンケ ー ト結 果 を原告 らの主 張 の根 拠 として用 い

てい るもの と解 した上，反論す る。

（2）被告 国の 反論

ア 原告 らは ロジ ックツ リーの 重み 付 けア ンケー トの趣 旨や その位 置 づ け

につ いて正 しく理解 して いな い こと

これ まで繰 り返 し述べ て きた とお り， ロジ ックツ リー の重 み付 けア ン

ケー トは， 津波ハ ザー ド解 析 にお いて ，認 識論 的不確 か さ（人間 の持 つ知

識 や情報 の不足 に起 因す る不確 定性）が ある項 目として 「長 期評価 の見解 」

を ロジ ック ツ リー の分 岐 に位 置づ けた上 で， そ の不確 か さに係 る専 門家

の意 見 の ば らつ きをア ンケー トで再現 し，重 み付 け を した もので あ り，

これ は， 「長 期評価 の見解 」 に客観 的 かつ合理 的 な根拠 がな く，認識 論 的

不確 か さが あ るた め に， 同知 見 を確 率論 的手 法 に取 り込む こ とを前提 と

した もので あ る。

したが っ て， 同ア ンケー トで 「長期 評価 の見解 」へ の重 み付 けが大 き

い結果 が得 られ た と して も， それ は， 「2つ の選択肢 の うち， どち らが よ

り可能性 が大 きいか と問われれ ば，客観 的 な根拠 があ るわ けではないが，

前者 の可能 性 の方 が大 きい と考 え る」 との専 門家 意 見の ば らつ きが再現

され た こ とを示す にす ぎず ， 「長 期評価 の見解 」 に客観 的かつ合理 的 な根

拠 が与 え られ るこ とにはな らない。

イ 重み付 けア ンケー トか ら 「長期評価 の見解」 の決 定論的取扱 いの要否 を

判 断す ることはできな いこと
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原 告 らは，前 記 （1）の よ うに主張 し， あたか も重 み付 けア ンケー トの結

果 か ら， 「長期 評価 の見解 」 を決定論 的 に取 り扱 うべ き とす る結論 が導 か

れ るか の よ うに主張す るが，重み付 けア ンケ・一一トが，飽 くまで，確 率論的

手 法の 中で，専門家意 見のば らつ きを再 現す る ロジ ックツ リー に用い るも

のであ り，あ る見解 を決 定論 的 に取 り扱 うか否 かを決 めるために行 うもの

でない こ とは，被 告 国第27準 備書面 第3の2（2） ウ （44な い し47ペ ー

ジ）におい て，高尾 氏 の証 言 に 関連 して ，酒 井博 士や今 村教授 の証 言 を引

用 しな が ら詳述 した とお りで ある。

また ， この点 につ いては ，津波評価 部会 幹事 （現 ・津波評価 小委 員会委

員 長）で あ る松 山氏 も，刑 事事 件 の証人尋 問 にお い て証言 して い る ところ

で ある。す なわ ち，松 山氏 は，指 定弁護 士か ら，平成20年 度 の アンケー

ト結果 に基 づい て付 された重み付 けについて 「① の分岐 は，過 去 に発生例

が ある三 陸沖 と房総 沖でのみ過去 と同様 の様式 で津 波地震 が発 生す る，②

は，活動域 内の どこで も津波地震 が発 生す るが，北部領域 に比べ南部 では

すべ り量が小 さい，③ は，活動域 内の どこで も津波 地震 が発 生 し，南部 で

も北部 と同程度 のす べ り量 の津波 地震 が発生す る と書 いてあ って ，0．4

0，0．35，0．25と あって，② と③ を合 わせ る と，0．6と い う割

合 に なってい ます ね。」， 「証人 は ， この結果 を見 て， これ を どの よ うに受

け止 め られ ま した か。」 と問 われ た のに対 し， 「（引用者 注 ：平成20年 度

の重み付 け結果 を平成16年 度 のそれ と比較 して）こ うい うふ うに変 わ っ

た要 因 としては，1677年 （引用者 注 ：延宝房 総沖地震 ）のモデル の研 究

が進 んだ結果 が反 映 され てい る とい うことで，や は り， 日本海 溝 が折れ 曲

がってい る ところで大 き く北部 と南部 に分 けて，北部 と南部 につ いては ど

うい う津波地震 を想 定す るべ きか とい うことで，飽 くまで，それ が② と③

とい うふ うに分かれ て い るものだ とい う認 識 です。 数字 につ いて は， （中

略）飽 くま で，確 率論 的評価 手 法 の ロジ ックツ リー の ため に用 い るために
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出て きた ものだ と，その 目的 のた めに設定 した もので あ る とい うふ うな認

識 で あ ります。」 （丙B第117号 証 ・右 下部．Oペー ジ数 で33，34ペ

ー ジ。 下線 は引用者 ）と証言 し，重み付 けア ンケー トの趣 旨や性 質 に従 っ

てそ の結果 を評価すべ きこ とを述 べてい る。

6第4期 津 波評価部会 にお いて 「長期評 価の見解 」が広 く賛 同 され た とす る原

告 らの主張 は，同部会 にお ける津 波評価 技術の改 訂に向 けた検 討状況等 を正解

しな いもの であ り，理 由が な い こと

（D原 告 らの主 張

原 告 らは，松 山氏 が，刑 事事件 の証 人尋 問において，第4期 津 波評価部会

におい て 「決 定論の波源 の見直 し」 がメイ ンの課題 と され た と証言 し，今村

教授 も，東京 高等裁判所 にお ける証人 尋問 にお いて， 当該事件 の一審原告 ら

代理人 に よる 「第IV期 （引用者 注 ：第4期 津波評価部 会）で，広義 で あれ ば2

002年 長期 評価 と同 じ見解 に至bた とい うこ とで いいん ですかね。」 との

問 い に対 して 「そ うです ね。」 と証 言 した こ とを根 拠 に （丙B第101号 証

の1〔 東京 高裁今村 証言 〕・右 下部 のペー ジ数 で63ペ ー ジ）， 「第4期 津波

評価 部会 が決定論 を前提 と しつつ ， 日本海 溝寄 りの どこで も津波 地震 が起 こ

り得 る とい う 『長期評価』 の 『津波地震 の領域』 について の判 断が正 しい こ

とを改 めて認識 した」 と主張す る （原告 ら準備 書面 （53）第4の4（3） ・114

な い し118ペ ー ジ，準備 書面 （77）第2の5（6） ウ ・90，91ペ ー ジ）。

（2）被告 国の反論

ア 原 告 らの前記 （1）の主張 は，以 下 の とお り，第4期 津波評 価部会 にお け

る津波評価 技術の改訂 に向 けた検討状 況等 につ いて正解せず， 当時の科学

技術水 準の到達点 を見誤 るものであって，理 由がない。

す なわ ち，平成21年 度 に始 まった第4期 津波評価 部会 にお け る津波評

価技術 の改訂 に向 けた検討 状 況等 は，被告 国第27準 備 書面第2の3（2

8な い し32ペ ー ジ）で述べ た とお りで あ るが， これ を評価す る上 で押 さ
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えてお くべ き重要 な前提事 実は，平成19年 頃 まで に延 宝房 総沖地震 等 に

係 る知 見 に進展 が あ り（同準備 書 面第4の2及 び3・63な い し72ペ ー

ジ参 照）， よ うや く福 島 県沖の 日本海溝 沿 いの領域 に波源 を設 定す るた め

の検討 が開始 でき るだ けの状況 が整 った こ とを踏 まえ，第4期 津波評価 部

会 において， これ を前 提 に複数 の専 門家 を交 えて適切 な波源 設定 をす べ く

専 門技術 的検討 を行 って いた ところ，本件 地震及 び本件津波 が発 生 した と

い う事 実で ある。つ ま り，福 島第 一発電所 事故 当時 の科学 的知見 の到 達点

と して は，前記第2の とお り， 「長 期評 価 の見解」 が 「三陸沖北 部 か ら房

総沖 の海溝 寄 り1に か けて の 「津 波地震」 と 「判 断」 した明治三陸地震 ，

延宝房 総 沖地震及 び慶 長三 陸地震 （丙A第119号 証 ・12枚 目 〔10ペ

ー ジ〕）の3つ の地震 の各 発生領 域 と福 島県 沖の 日本海 溝沿 いの領 域 との

間 にお いて，「地震地 体構造 の同一性 」が認 め られ る よ うな状 況 にはなか っ

た のであ る。

イ また，原 告 らの前 記 （1）の 主張 の趣 旨は，推進 本 部 が， 「長期 評価 の見

解」 を規制 に取 り込む べ きもの と して公表 した との前提 に立 った上 で，同

見解 に基づ けば三陸沖 北部か ら房総 沖の 日本海溝 沿い の全領域 で明治三 陸

地震や延 宝房 総沖地震 の各波源 モデル を設 定すべ きで あったので あ り，か

か る結論 に第4期 津波評価部 会 も賛 同 した 旨を今村 教授 が証言 した とい う

もの と解 され る。

しか しなが ら， そ もそ も推進 本部 は， 「長期評 価 の見解」 を規制 に取 り

込 むか否 か を規制機 関の判 断 に委ね る趣 旨で公表 したので あ るか ら （被告

国第23準 備 書面第5の2（1） ・44な い し46ペ ー ジ），原告 らの前記 （1）

の主張 は，その前提 にお いて誤 ってい る。

そ の上，今村 教授 の前記 （1）の証言 は，以 下の とお り，津波 地震 とされ

てい る明治 三陸地震の ほか，延 宝房総 沖地震 につ いて も，そ の一部 が津波

地震 としての性 質 を持つ と考え られ るに至 った ことを認 める趣 旨で述 べ ら
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れ た ものであ って， 明治三 陸地震や延 宝房総沖地震 の各波源 モデ ル を三陸

沖北部 か ら房 総沖の 日本海 溝沿い の全領 域 で設 定す べ きであ るとの趣 旨で

述 べ られ た もので ない ことは，同教授 の他 の証言 内容か らも明 らかで あ る。

（ア） す なわ ち， 「長期評 価 の見解 」 は， 明治 三陸地震 のみ な らず ，延宝房

総 沖地震 や慶長 三 陸地震 につい て も津 波地震 で あった と 「判 断」 （丙A

第119号 証 ・12枚 目 〔10ペ ー ジ〕）した もの であ るが，延 宝房 総

沖地震 につ いては，長 期評価 が公 表 され た平成14年 当時 は，津波 地震

か ど うかす ら明 らかで はなかった ものの，平成19年 に今村教授 らの研

究 に よ り茨城 県波源 モデ ル （上側 の断層 は津波地震 タイ プ 〔プ レー ト間

地震〕，下側 の断層 は通 常 の逆 断層 地震 タイ プ とい う2つ の異 な る性 質

を持 つ もの）が設 定 され るに至 り，延 宝房総 沖 地震 の一部 （上側 ）は津波

地震 と しての性 質 を持つ 地震 で あった可能性 が示 され るに至 った。

この よ うに， 「長 期評価 の見解 」が延 宝房総 沖地震 を津 波地震 で あ る

と 「判 断」 した点 につ いて は， その後の今村教授 らに よる茨城 県波源モ

デル に よって ，延宝房総 沖地震 の上側 が津波地震 で ある可能性 が示 され

るに至 った とい う点 で整 合す る結果 となったので あ り，今村 教授 は， こ

の こ とを認 め る趣 旨で，前記 （1）の証言 を した もの であ る。

（イ）他 方 で，今村教授 は，第4期 津波評価部 会 にお ける議論 状況 につ いて，

明治三陸地震 の波源 モデル を三陸沖北部 か ら房 総沖 の 目本海 溝沿 いの全

領域 で設 定す ることは非 常に難 しい とい う方 向で議論 が されて いた 旨証

言 して い る し（丙B第101号 証 の1〔 東京 高裁 今村 証 言〕・右 下部 の

ペ ー ジ数 で19ペ ー ジ），延 宝房総 沖地震 につ いて も， 同地震 の波源 モ

デル を福 島県沖の 日本海溝 沿い に設 定す るには議論 ・検討 が十分 ではな

く，更 な る理学的 な基礎 デー タの収集 が必要 であ り， 同地震 を参考 に し

たモデ ル を確 定す るのは困難 で あ る との方 向で議論 が な され ていた 旨証

言 してい る （同号証 〔東 京 高裁 今村 証言 〕・右 下部 のペ ー ジ数 で22な
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い し24ペ ー ジ）。

この よ うな今村教授 の証言 内容 か らすれ ば，原 告 らが指摘す る今村教

授 の前記 （1）の証言 の趣 旨は，第4期 津 波評価 部会 にお いて， 明治三 陸

地震や延 宝房 総沖地震 の各波源モデ ル を直 ちに三陸沖北部 か ら房 総沖 の

日本海溝 沿い の全領域 で設定すべ きであ る との方 向で議論 され てい たな

どとい う趣 旨で述べ られ た ものでない こ とは明 らか であ るか ら，原告 ら

の前記 （1）の 主張 は，同教授 の証言 の趣 旨を 曲解 した もの とい うほかな

い 。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基 本 用 語 使用書面 ペ ー ジ 備考

訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付 け訴状訂正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審 口頭弁論終結 日後の支払を
求 める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福 島第一発電所 平成23年3． 月11日 に被 告東 電 の 答弁書

事故 福島第一発電所において放射性物質
が放出 され る事故 5

国会事故調査報 国会 における第三者機 関による調査 答弁書
告書 委員 会 が発 表 した 平成24年7． 月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソ ビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関す る法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律
‘

答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福 島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難 等に係 る損害につい

て） （第 一次 追補 ） 18
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中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難 区域等の見

直 し等に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6月24日 答弁書

画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書

計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖か ら房総沖にかけての地震活 答弁書

動の長期評価について
53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書

間報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員 会作成 の平成23年12． 月26日

付 け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償 法 （昭和22年10． 月27 答弁書

日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面

法 の防止 に関する法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面

力災害対策特別措置法

5
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省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機については， 第1準 備書面
処分 昭 和41年12月1日 ，同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3． 月29日 ，

同3号 機iにつ いて は， 昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につい て は， 昭

和47年1月11日 にそれぞ れ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会によって策定された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定 され 同月

23日 に原子力委員会においても了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針にっいて」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6． 月にそ の全面改 訂 が行わ

れ，平成2年8月30日 付 け原 子 力

安全委員会決定によ り全面改訂が さ
れ，平成13年3月29日 に国際放

射線防護委員会による1990年 勧

告を受けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3． 月29日 に改 訂 された 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9月19日 ，原 子力 安全 第1準 備書面
設計審査指針 委員会において，決定された耐震設

計審査指針
30
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本件地震 平成23年3． 月11日 の東 北地方 太 第1準 備書面

平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面

前の電気事業法
1

ク ロロキ ン最 高 最高裁 判所 平成7年6． 月23日 第 二 第2準 備書面

裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160
0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面

判決 法廷判決 ・民集43巻10号116
9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決， クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

クロ ロキ ン最高 宅建業者最高裁判決及びクロロキン 第2準 備書面

裁判決等 最高裁判決
7

筑豊 じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面

裁判決等 病最高裁判決
7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面

律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方か らの削除や製造の承認 第2準 備書面

置 の取消 しの措置以外の規制措置
16

延宝房総沖地震 慶 長三 陸地 震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11． 月の 地 震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置 された東京電力福島原子 第2準 備書面

終報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 作成 の平成24年7． 月23日 付

け 「最終報告書」
51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲 っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方 に到来

した とされてい る津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面

島沖で発生 した地震
57
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マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面

員 が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 ， 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数 値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹 健

治 ・行 谷佑 一 ・山木滋 ） と題す る論

文 77

合同WG 総合資源エネル ギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地質 ・地盤 合 同 ワー

キ ング グルー プ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針 の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全 性に係 る中間報告の評価 にっい
て 」 79

原告 ら準備書面 原 告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1月7日 付 け準備 書 面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面

（10） 月12日 付 け準備 書面 （10）
1
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原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備 書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） 月5日 付 け準備 書 面 （11）

1

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書 面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安 のために必要

な措置 79

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0月29日 付 け準備 書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際 して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） 月12日 付 け準備 書 面 （21）

1 1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備書 面 （22）

1
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原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面
（23） 月8日 付 け準備 書面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等 に 第11準 備書面
関する規則

4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面
則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につい て 29

伊方原発訴訟最 最 高裁判 所平 成4年10， 月29日 第 第11準 備書面
高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面
（25） ．月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面
員会 力発電所 にお ける事故調査 ・検証委

員 会 ・ 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
設計審査指針 全設 計審 査指針 （昭和52年6． 月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8． 月30

日原子力安全委員会決定）
22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面
教授

11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面
震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1
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都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面
た深尾 良夫 ・神定健二 「日本海溝 の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題

す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面
震 ・噴火予知研究観測センター長 を

務 める同研究科の松澤暢教授 95

阿 部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定 一歴

史津波 へ の応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震 と同様の地震が三陸沖北部か ら

房総沖の海溝寄 りの領域 内の どこで

も発生す る可能性があるとす る見

解 」
3

本件津波 平成23年3月11日 に発生 した本 第18準 備書面
件地震に伴 う津波

4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面
同研究所災害 リスク研究部門津波工

学研究分野今村文彦教授
20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火 山研究観測センター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏

21
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酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力
第18準 備書面

リス ク研 究 セ ン ター研 究 コーデ ィ

ネーター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定 した 「太平洋沿岸部地震津波

防災計画手法調査報告書」
49

7省 庁手引 建設 省 ，農 水省 ，水 産庁 ，運 輸省 ， 第18準 備 書面
国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画における津波対策

強化の手引き」

49

日本海溝 ・千島 中央防災会議に設置 された 「日本海 第18準 備書面
海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す

る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会 による報 第18準 備書面
海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面
防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行 った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るな どの試算
156

試算津波 平成20年 試算 による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進にっいて 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面
班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面
発電所に対す る津波を起因 とした確

率論的 リスク評価に関す る実施基

準 ：2011」 20

津波評価技術2 土木学会による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故 に至 るおそれがある事故
26
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大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面
1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9， 月に公表 し 第22準 備書面

長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 か ら成 る技術文書の うちの第
2巻

1

バ ックチ ェ ック 新耐震指針に照らした既設発電用原 第23準 備書面
ノレー ノレ 子炉施設等の耐震安全性の評価及び

確認 に当たっての基本的な考え方並
びに評価手法及び確認基準について

（平成18年9月20日 原子 力安

全 ・保安院決定）

24

谷岡 ・佐竹論文 谷岡勇市郎，佐竹健治 「津波地震は 第23準 備書面
どこで起 こるか 明治三陸津波か ら
100年 」 （平成8年 ）

36

電事連 電気事業連合会 第23準 備書面
77

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 第23準 備書面
77

東北電力 東北電力株式会社 第23準 備書面
79

深尾 ・神定論文 深尾 良夫 ・神定健二 「日本海溝の内 第24準 備書面
壁直下の低周波地震 ゾーン」

5

松澤 ・内田論文 松澤暢，内 田直希 「地震観測か ら見 第24準 備書面
た東北地方太平洋下における津波地
震発生の可能性」 （平成15年 ）

7

西村氏 西村功氏 第24準 備書面
14

渡辺氏 渡辺敦雄氏 第26準 備書面
3

渡辺意見書 渡辺敦雄氏作成の意見書 第26準 備書面
3

筒井氏 ら 筒井哲郎氏及び後藤政志氏 第26準 備書面
6

刑事事件 被告東電元役員 らを被告人とする刑 第27準 備書面
事事件

7

耐震 バ ックチ ェ 保安院が，原子力事業者等に対 し， 第27準 備書面

ック指示 福島第一原発を含む既設の発電用原
子炉施設について，平成18年 耐震

設計審査指針に照らした耐震安全性
の評価を実施 し，その結果を報告す

ることを求めた指示
11
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